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:論"

:説"契
約
交
渉
の
破
棄
と
そ
の
責
任

序
論
第
一
部

第
二
部
第
一
編

ノ画ヘ

一、--

|
|
現
代
に
お
け
る
信
頼
保
護
の
一
態
様
と
し
て
|
|

目

次

日
本
に
お
け
る
議
論
の
現
状
と
問
題
点

ド
イ
ツ
法
の
考
察

「
契
約
交
渉
の
破
棄
」
に
対
す
る
ド
イ
ツ
法
の
態
度

以
上
、

四
二
巻
一
号
)

(
以
上
、
本
号
)

池

田

清

治
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説

第
二
部

ド
イ
ツ
法
の
考
察

三A、
白岡

「
基
本
的
問
題
L
に
対
す
る
手
掛
か
り
を
得
べ
く
、
ド
イ
ツ
法
を
考
察
す
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
|
|
ド
イ
ツ
法
か
ら
多
大
な
影
響
を
受

け
て
い
る
|
|
日
本
の
学
説
を
検
証
す
る
意
味
も
併
せ
持
っ
て
い
る
。
以
下
、
「
基
本
的
問
題
」
に
対
応
し
た
形
で
、
第
一
編
で
は
「
交
渉

破
棄
L
を
、
第
二
編
で
は
、
関
連
問
題
を
取
り
上
げ
る
。

第
一
編

「
契
約
交
渉
の
破
棄
」
に
対
す
る
ド
イ
ツ
法
の
態
彫

第
一
章
で
は
裁
判
例
を
、
第
二
章
で
は
学
説
を
考
察
す
る
が
、
第
一
部
と
の
比
較
を
容
易
に
す
る
た
め
、
前
者
に
は
「
紛
争
の
機
能
的
・

類
型
的
考
察
」
と
「
法
律
構
成
的
考
察
L
と
い
う
二
つ
の
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
、
後
者
に
つ
い
て
は
展
開
過
程
と
現
状
を
分
け
て
論
じ
る
。

駐(
1
)
熊
田
裕
之
「
契
約
交
渉
の
破
棄
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
|
l
西
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
を
中
心
に
し
て
|
|
L
(
比
較
法
雑
誌
一
八
巻
二
号

五
五
頁
、
昭
和
五
九
年
)
、
円
谷
峻
『
契
約
の
成
立
と
責
任
』
(
昭
和
六
三
年
、
特
に
九
八
|
一

O
六
頁
)
が
ド
イ
ツ
法
の
現
状
を
紹
介
す
る
。

第
一
章

裁
判
例
の
紹
介
と
検
討

ド
イ
ツ
の
裁
判
例
は
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
理
論
に
よ
り
「
交
渉
破
棄
」
に
対
処
す
る
。
周
知
の
如
く
、
こ
の
法
理
は
一
九
世
紀
に
登

北法42(2・148)556
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説

裁
判
例
の
紹
介

(
1
)
第
二
次
大
戦
以
前
:
:
:
こ
の
時
期
、
裁
判
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。

三A
函聞

[
1
]
河
の
巴
・
ロ
・

5
3・
F
N
E
E
-
ω
℃

-
Z司
-
N
i
-
-
-
土
地
の
売
買
。
売
主
↓
買
主
。
請
求
棄
却
(
ド
イ
ツ
民
法
八
二
六
条
の
要
件
を
欠
く
)
。

「
信
頼
裏
切
り
裂
」
か
。

[
2
]
問
。

z
w
N・
5
N少
』
当

E
N申・

8
2・
Z司
-N・
:
:
:
住
宅
の
交
換
。
交
換
当
事
者
同
士
。
請
求
認
容
。
「
取
引
を
決
裂
さ
せ
な
い
義
務
L

を
認

め
る
(
戦
前
の
も
の
と
し
て
は
例
外
的
)
。

[
3
]
閉
山
の
ぼ

-N・
5
ω
H
-
H
N
C
N
Z
N
-
N白
・
:
:
:
会
社
設
立
。
設
立
関
係
者
同
士
。
請
求
認
容
の
原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
過
失
の
再
調
査
H
誤
信
惹
起

(
説
明
義
務
違
反
)
否
定
)
。

[
4
]
回目〉の

H0・
N岨
巴
ω
N
-
m〉の
N
H
0・
H
2
一
』
ぎ
巴
ωNWNH由
ω
一
〉
周
一
山
主
主

Y
Z叶
吋
日
・
:
:
:
一
雇
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
。
請
求
認
容
の
原

判
決
を
破
棄
し
、
棄
却
の
自
判
(
信
頼
惹
起
否
定
)
。

[
5
]
問。

F
Y
5
2・
R
U
N
E
ω
w
自
由
一
』
当

E
F
ロ
ミ
・
:
:
:
担
保
供
与
約
束
。
融
資
者
↓
供
与
約
束
者
。
請
求
認
容
(
実
現
不
可
能
な
約

東
H
誤
信
惹
起
肯
定
)

0

[
6
]
閉山〉の

HF
少
呂
ω∞
wHN〉
の
何

N0・
2
L
tぐ
呂
ω∞
wNN品
。
・
:
:
:
雇
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
。
請
求
棄
却
の
原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
過
失
の
再

調
査
H
誤
信
惹
起
(
説
明
義
務
違
反
)
肯
定
)
。

[
7
]
。
戸
の
同
R
Z
E耳
目
・
印
w
z
s
w
同月間
N
E
S
W
Z円
・
巳
包
・
:
:
:
家
屋
の
賃
貸
借
。
貸
主
↓
借
主
。
請
求
認
容
(
説
明
義
務
違
反
日
誤
信
惹

起
肯
定
)
。

[
8
]
戸
〉
の
切
円
何
回
]
印
ロ
ア
ロ
・

5
詰
咽
〉
河
ωω
∞-
F
〉
の

gw
一Z
吋・

5
・
:
:
:
一
雇
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
。
請
求
認
容
(
説
明
義
務
違
反
H
誤
信
惹
起

肯
定
)
。

(
2
)
第
二
次
大
戦
以
後
:
:
:
こ
の
時
期
、
裁
判
例
は
増
大
し
、
五

0
年
代
に
は
リ

i
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
も
登
場
す
る
。

[
9
]
円
の
り
ま
8
5
0江
戸
少
呂
町
C
W
U∞
呂
町
。
咽

ω
ロ
・
(
事
実
関
係
不
明
。
)

{
叩
]
。
戸
の
∞
B
E
E
N
-
-
0・
E
戸

〈

mm山少
Z
叶・怠・

ω・
∞
「
:
:
:
自
動
車
売
買
。
売
主
↓
買
主
。
請
求
棄
却
(
信
頼
惹
起
否
定
)

0

[
円
]
。
円
、
の
わ
巾
一
一
巾
呂
唱
少
邑
印
Nw
宮
口
周
忌
印
Nw
印
E
・
:
:
:
建
築
設
計
の
請
負
。
請
負
人
↓
注
文
者
。
請
求
認
容
(
説
明
義
務
違
反
H
誤
信
惹
起
肯

北法42(2・150)558



契約交渉の破棄とその責任 (2) 

定)。

[η]
∞
の
出

N0・
少
呂
町

Nw
∞
の
出
N
少

ωω0・
:
:
:
土
地
の
賃
貸
借
。
借
主
↓
貸
主
(
市
)
。
請
求
認
容
(
説
明
義
務
違
反
H
誤
信
惹
起
肯
定
)
。

[
日
]
∞
の
出
戸

ω・
5
1
ζ
口問
N
E
E
-
E∞
-
F冨

Z
円・

ω
N己
申

N
a
(明
白
)
∞
の
∞
・
:
:
:
継
続
的
動
産
売
買
。
売
主
↓
買
主
。
請
求
認
容
(
説

明
義
務
違
反
H
誤
信
惹
起
肯
定
)
。
後
の
裁
判
例
に
与
え
た
影
響
か
ら
、
寸
誤
信
惹
起
型
」
の
リ
l
デ
イ
ン
グ
・
ケ

1
ス
と
言
え
る
も
の
。

[
同
]
戸
〉
の
富
田
口
口
『
E
S
E
-
巳唱

5
2・
∞
∞
呂
田
w

主
申
・
:
:
:
雇
一
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
。
請
求
認
容
(
第
三
者
を
雇
一
っ
た
旨
の
通
知
(
義
務
)

の
僻
怠
)
。

[
内
]
戸
〉
の
∞
5
5
8
N∞
L
L
S
F
∞
∞
呂
田

-N∞
吋
・
:
:
:
雇
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
。
請
求
認
容
(
説
明
義
務
違
反
H
誤
信
惹
起
肯
定
)
。
詳
細

不
明
で
、
契
約
有
効
型
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

[
叩
〕
回
の
国
少

ω
・
呂
印
印
唱
者
間
V

一
玄
呂
田
・
叶
N

∞
一
口
∞
呂
印
印
・
ミ
プ
∞
∞
呂
田

-
b
p
・
-
:
:
家
屋
の
売
買
。
買
主
↓
売
主
。
請
求
棄
却
(
損
害
発
生

及
び
因
果
関
係
否
定
)
。

[
げ
]
∞
の
出

N・印
-
E
g
w
者
宣
伝
呂
町
少
∞

8
・
2
』
巧

E
g
u
巴
叶
印
回
目

E
E・
日
目
・
ロ
∞

E
E
E
r
i
-
-
-
土
地
の
賃
貸
借
。
借
主
↓
貸
主

(
市
)
。
請
求
棄
却
(
因
果
関
係
及
び
誤
信
惹
起
否
定
)
。

[
同
]
∞
の
回
目
・
日
・
呂
町
円
切
の
出

N
E
-
N由
叶
一
垣
間
μ]
話

E
E
-
∞∞

ω
-
Z』
当
呂
日

-HN叶
印
・
:
:
:
保
証
。
債
権
者
↓
保
証
人
。
請
求
棄
却
(
信
頼

惹
起
は
肯
定
す
る
も
、
ド
イ
ツ
民
法
七
六
六
条
の
趣
旨
か
ら
責
任
否
定
)
。

[
内
]
切
〉
の

N
F
P
H
5
H
∞
〉
の
N
P
E由一

Z
』
巧
巴
印
戸
口
ωN
一
回
∞
邑
印
戸
呂
町
一
円
)
切
呂
町
吋

w
a
p
-
-
:
:
雇
一
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
。
請
求

認
容
の
原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
過
失
の
再
調
査
H
誤
信
惹
起
(
説
明
義
務
違
反
)
否
定
。
過
失
相
殺
の
可
能
性
示
唆
)
。
[
刊
]
の
上
告
審
か
。

[
却
]
戸
〉
の
出
血
ロ
ロ
。
〈
巾
門
口

-
N
-
E
g
-
-凶∞

z
a
-
∞C
∞
・
:
:
・
雇
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
。
請
求
認
容
か
(
詳
細
不
明
)
。

[
引
]
切
の
回
目
・
日

-
E
g
-
C皆同

NU・
ω吋
N・
:
:
:
土
地
の
賃
貸
借
。
貸
主
↓
借
主
。
請
求
認
容
の
原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
過
失
相
殺
の
割
合
の
調

査
。
過
度
の
確
約
H
誤
信
惹
起
肯
定
)
。

〔

n]
戸
〉
の
∞
白
色

214弓
ロ
ユ

8
5
Z必
少
戸
呂
町
∞
-
∞
∞

E
E
-
-
H
ω
N
:
:
:
雇
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
。
請
求
認
容
か
(
詳
細
不
明
)
。

[幻

]
O
F
(
U
Z
C
E
Z吋
関
口

L
Y
E
S
-
冨
U
閉
山

E
g
w
ω
O
F
-
-
:
:
建
物
の
売
買
。
売
主
↓
買
主
。
請
求
棄
却
(
「
契
約
締
結
上
の
過
失
L

の
争
わ
れ

方
は
不
明
)
。

[
M
]
∞
の
国
民
・

Y
E
S
-
君
主
孟

E
S
昌
Ni---
融
資
。
借
主
↓
貸
主
。
請
求
認
容
の
原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
過
失
の
再
調
査
H
誤
信
惹
起

北法42(2・151)559 



説

(
説
明
義
務
違
反
)
否
定
。
原
告
が
被
告
に
虚
偽
の
貸
借
対
照
表
を
提
出
し
て
い
た
な
ら
、
原
告
の
信
頼
は
保
護
に
値
し
な
い
と
判
示
)
。

[目

]
C
F
の
同
国
B
σ
R
m
N
M・
p
z
g
w
冨
口
同
N
E
E
W
忠
一
∞
∞

E
g
w
ロ
戸
:
:
:
不
動
産
売
買
。
売
主
↓
買
主
。
請
求
認
容
(
過
度
の
確
約
H

誤
信
惹
起
肯
定
)
。

[
羽
]
∞
の
ロ

E
・
g-
呂
g
・
項
目
ν
冨

5
2・
5
宏
一
戸
冨

Z
『
・
口
N
ロ
即
日
誌
(
明
白
)
切
の
回
一
冨
口
周
忌
戸
昌
一

Z
』
当

5
2・
5
7
∞∞

z
g
w

Z
2
・
H
)

∞

5
8・
E
巴
・
:
:
:
土
地
の
賃
貸
借
。
倍
、
王
↓
貸
主
(
ラ
ン
ト
)
。
請
求
棄
却
の
原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
過
失
の
再
調
査
H
誤
信

惹
起
(
説
明
義
務
違
反
)
肯
定
。
「
交
渉
を
破
棄
し
な
い
義
務
L

の
存
在
も
認
め
る
)

O

「
信
頼
裏
切
り
型
L

の
萌
芽
。

[
幻
]
戸
〉
の
ロ
ロ
回
目
白
E
。
え
¥
同
α
E
N∞
w
ω
w
E
E
-
-
)∞
E
2・
百
戸
:
:
:
雇
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
。
請
求
認
容
(
第
三
者
を
雇
っ
た
旨
の
通
知

(
義
務
)
の
悌
怠
)
。

[
日
]
∞
の
国
∞
-
Y
E
S
-
君
主
出
呂
町
Nwω
ミ
一
口
∞
呂
町
N咽品
2
・
:
:
:
[
M
]
の
再
上
告
審
。
借
主
↓
貸
主
。
請
求
認
容
の
原
判
決
(
[
日
]
の
差
一
炭

審
)
を
再
び
破
棄
差
一
炭
(
損
害
の
再
調
査
。
説
明
義
務
違
反
H
誤
信
惹
起
は
肯
定
。
原
告
の
過
失
は
否
定
)
。

{
悶
]
円
、
〉
の
∞
巾
ユ

E
H
F
ω
-
E
S
-
〉
号
包
門
戸
当
己
河
内
川
町
Z
E
E
-
臼
φ
:
:
:
雇
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
(
詳
細
不
明
)
。

[
叩
]
∞
の
出
回
戸
日
・
呂
町
N・a

名
古
ζ
E
S
w
呂
町
一
口
∞
呂
町
N
-
S∞
一
切
切

H
c
s
-
5・
:
:
:
総
代
理
府
契
約
。
メ
ー
カ
ー
↓
代
理
応
。
請
求
棄
却

(
誤
信
惹
起
否
定
)
。

[
れ
]
∞
の
出

N0・
少

s
s
w
巧
宣
伝
呂
町
M
W
H
H
E
-
-
:
:
土
地
の
売
買
。
売
主
↓
買
主
(
相
殺
の
抗
弁
)
。
抗
弁
を
否
定
し
た
原
判
決
を
破
棄
差
戻

(
過
失
の
再
調
査
H
誤
信
惹
起
肯
定
)
。

[
M
M
]

∞
〉
の
戸
少

E
S咽
∞
〉
の
阿
山

E
W
N
c
m
一一
Z
』
当

E
8・
同
∞
昌
一
宮
口
H
N
E
B
-
∞
立
一
』

N
E
E
-
ω
忠
一
一
∞
∞

5
8・由
UNi---
一
雇
用
。
被
用

者
↓
使
用
者
。
請
求
認
容
の
原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
過
失
相
殺
の
調
査
。
説
明
義
務
違
反
H
誤
信
惹
起
肯
定
)
。

[
日
]
戸
〉
の
り
位
協
巾
5
0広

N少
5
・
5
2・
∞
∞

S
F
N∞
Ni---
雇
用
。
被
用
者
↓
仲
介
者
(
詳
細
不
明
)
。

[
U
H
]

∞
の
回
出
・
町
-
E
g
w
g屯
冨
】
申
告
wHHH印
-H)切
HUE-
同日仏

¥
H
a
p
-
-
:
:
家
屋
の
売
買
。
貿
主
↓
売
主
。
請
求
棄
却
の
原
判
決
を
破
棄

差
一
戻
(
因
果
関
係
の
再
調
査
。
説
明
義
務
違
反
H
誤
信
惹
起
肯
定
)
。

[
日
]
「
〉
の
∞
B
E
S
E
-
円
呂
田

w。∞

E
E
W
E
S
-
切切

HUE-
印
苫
:
:
:
雇
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
(
詳
細
不
明
)
。

[
お
]
∞
の
回
目
印
・
少

z
g
w
巧
司
]
ζ
E
g
w
a吋
:
:
:
会
社
へ
参
加
す
る
契
約
。
参
加
希
望
者
↓
会
社
の
社
員
。
請
求
棄
却
(
契
約
内
容
に
合
意
で

き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
交
渉
破
棄
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
判
断
)
。

論
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契約交渉の破棄とその責任 (2) 

[
幻
]
戸
〉
の
出
血

B
B
∞唱、戸

5
2・
ロ
∞

5
2・
E
S
-
-
:
:・
雇
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
。
請
求
認
容
(
誤
信
惹
起
肯
定
)
。

[
刊
]
切
の
出

5
・品

w呂
町
戸
当
司
一
ζ
5
2・
3
7
E
W
H申告
-HEm--::・
飲
食
庖
の
賃
貸
借
。
借
主
↓
貸
主
。
請
求
認
容
(
信
頼
惹
起
肯
定
H
信

頼
裏
切
り
)

O

寸
信
頼
裏
切
り
型
L

の
萌
芽
。

〔
刊
〕
∞
の
出

F

F
昌
男
垣
間
ν
冨

H申告
WHO-o
一
戸
冨

Z
円

-
N
ω
g
m
N呂
(
司
白
)
∞
の
∞

-
Z』
当

E
2・
N
H
S
一
宮
口
閉
山
冨
男
ヨ

ω
一
∞
∞
昌
男

ヨ
由
一
円
)
切
同
申
告
・
目
白
・
:
:
:
土
地
の
売
買
。
買
主
↓
売
主
。
請
求
棄
却
(
誤
信
(
信
頼
)
惹
起
否
定
)
。

[
刊
]
。
円
。
冨
ロ
ロ
n
F
E
E
-
戸
呂
町
戸

Z
』
当

E
g
w
E
H・
:
:
:
土
地
の
売
買
。
請
求
棄
却
(
詳
細
不
明
)
。

[
削
]
切
の
出

N少
Y
E
S
-
宅問
ν
一ζ
z
s
w
a
-
-
:
:
:
債
権
譲
渡
の
承
認
。
譲
受
人
↓
債
務
者
(
銀
行
)
。
詰
求
棄
却
の
原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
過
失

の
一
再
調
査
。
説
明
義
務
違
反
H
誤
信
惹
起
肯
定
)
。

[
位
]
切
の
回
目
〕
・

5
2
¥名目
V
E
5
2・
ZOM--::・
土
地
の
売
買
。
買
主
↓
売
主
。
請
求
棄
却
(
寸
契
約
締
結
上
の
過
失
」
で
契
約
の
履
行
は
請

求
で
き
な
い
)
。

[
刊
]
∞
の
出
少

M・
5
g
w
名
古
ζ
E
S
w
呂
町
一
円
一
宮

Z
吋

-M∞
N
口
明
日
討

(E)
∞
の
回
一
宮
口
周
忌

S
・
2
f
∞∞

z
s
w
品
出
品
一
己
∞

E
g
w
品目・

・
会
社
へ
参
加
す
る
契
約
。
参
加
希
望
者
↓
会
社
。
請
求
棄
却
の
原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
注
意
(
説
明
)
義
務
違
反
は
否
定
。
し
か
し
、
信

頼
の
裏
切
り
を
理
由
に
、
ド
イ
ツ
民
法
二
二
一
条
を
類
推
適
用
)
o
J
交
渉
を
破
棄
し
な
い
義
務
」
を
認
め
た
も
の
で
は
な
い
が
、
実
質
的
に
は

「
信
頼
裏
切
り
型
L

に
属
す
る
。
た
だ
し
、
か
よ
う
な
構
成
を
採
る
も
の
は
こ
れ
し
か
な
い
。

[HH]
∞
の
出

NHwω
・
5
3
¥者間
)
ζ
z
s
-
S
N
:
:
:
不
動
産
売
買
。
売
主
↓
買
主
(
売
主
の
返
還
請
求
に
、
買
主
が
「
契
約
締
結
上
の
過
失
L

を

主
張
し
、
反
訴
)
。
反
訴
棄
却
。
被
告
が
誤
っ
た
説
明
を
す
る
こ
と
で
原
告
の
約
束
を
引
き
出
し
た
事
件
。

[
“
]
切
の
出

5
・
P
E
S
-
4弓
司
冨

5
2噂
泊
目
由
一
∞
∞

z
g
w
エ印
φ
:
:
:
家
屋
の
賃
貸
借
。
借
主
↓
貸
主
。
請
求
棄
却
(
誤
信
惹
起
否
定
)
。

[
刊
]
〉
の
冨
同
宮
司
mMM-
叶・

5
2・
0
∞

5
3・
N
Z
H
一
∞
∞

E
S
-
E巴
・
:
:
:
雇
一
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
。
請
求
棄
却
(
説
明
義
務
違
反
日
誤

信
惹
起
否
定
)

0

[
灯
]
戸
〉
の
∞
巾
「
-
E
F
少
同
由
吋
C
W
C
2
S
R
ω
N
H・
:
:
:
雇
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
。
請
求
棄
却
(
信
頼
惹
起
及
び
損
害
発
生
と
の
因
果
関
係
否

定)。

[判〕

E
U
E白ロロ}邑
B
N
p
m
-
邑吋
0

・
N
冨
閉
山
早
口
・

H
a
-
E己目
NHU吋
HW
邑
・
:
:
:
家
屋
の
賃
貸
借
。
借
主
↓
貸
主
。
請
求
棄
却
(
誤
信
惹
起
は

肯
定
す
る
も
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
L

で
契
約
の
履
行
は
請
求
で
き
な
い
と
判
断
)
。
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説

〔
刊
]
∞
の
国
戸
戸
邑
吋
0

・4
司
HV冨
邑
吋
0

・
HHH。
一
円
冨

Z
吋・

2
N己
申

N叶
出
(
明
白
)
切
の
∞
一
一
Z
』
当
巴
吋

O
L∞
品
。
一
宮
口
河
沼
吋
0

・
g
H
一
回
目
巴
吋
0

・

H
C
E
一一ロ∞

E
3
5訟
・
:
:
:
土
地
の
売
買
。
買
主
↓
売
主
(
市
)
。
請
求
棄
却
(
約
束
後
、
長
期
間
経
過
し
て
い
た
)
。
信
頼
の
惹
起
に
よ

り
、
「
交
渉
を
破
棄
し
な
い
義
務
」
が
発
生
す
る
と
し
た
も
の
で
、
現
在
の
「
信
頼
裏
切
り
型
」
の
リ
l
デ
イ
ン
グ
・
ヶ

l
ス。

[
叩
]
∞
の
国

N
Y
F
巴叶。噌

4

宅問)一
ζ
E
2・
ω∞
。
一
】
)
∞
昌
己

-NUN--::
家
屋
の
賃
貸
借
。
倍
主
↓
貸
主
。
請
求
認
容
の
原
判
決
を
破
棄
し
、
棄

却
の
自
判
(
承
諾
を
促
す
義
務
の
存
在
を
否
定
)
。

[
日
]
円
。
宮
口
口
円
E
S
E
-
N
-
E
P
日目
S
E
W
M呂
・
:
:
:
映
画
の
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
。
授
与
希
望
者
↓
供
与
者
。
請
求
棄
却
(
「
契
約
締
結
上
の

過
失
」
で
履
行
利
益
は
請
求
で
き
な
い
)

0

[日
]
O
Fの
同
αENWω
唱
5
2・
』
冨
宮
Z
初
当
巴
叶
ゲ
ミ
0

・
:
:
・
土
地
の
売
買
。
買
主
↓
売
主
の
代
理
人
。
請
求
棄
却
(
誤
信
惹
起
否
定
)
。

[
日
]
∞
の

E
H
P
P
E吋
N-
当日
M
Z
E叶
M・
3
N・
:
:
:
ハ
シ
ケ
の
賃
貸
借
。
倍
、
王
↓
貸
主
(
国
)
。
請
求
棄
却
(
信
頼
惹
起
及
び
損
害
発
生
と
の
因
果

関
係
否
定
)
。

[
M
]
切
の
回
目

-
F
E叶
戸
巧
司
冨

E
a
W
2・
:
:
:
会
社
設
立
。
設
立
関
係
者
同
士
。
請
求
棄
却
(
寸
契
約
締
結
上
の
過
失
」
で
履
行
な
い
し
履
行

利
益
は
請
求
で
き
な
い
)
。

[
日
]
切
の
ロ

NNwa・
HU叶
ω・
宅
-
M
E
E戸

HC均
一
一
Z
』
巧

E
a唱
に
日
:
:
:
家
屋
の
売
貿
。
買
主
↓
売
主
。
請
求
認
容
(
誤
信
惹
起
肯
定
)
。

[
日
]
。
円
、
。
∞

R
B
S
N
O
W
H
P
E叶
ω唱
∞
∞

E
F
印
3
・
:
:
:
建
物
改
修
の
請
負
。
請
負
人
の
債
権
者
(
請
負
人
は
破
産
)
↓
注
文
者
。
請
求
棄
却

(
交
渉
破
棄
に
正
当
な
理
由
あ
り
)
。

[
日
]
∞
の
回
目

-
U
¥
N
w
品
W
5
2・
垣
間
ν
一話

E
R
E∞
目
・
:
:
・
土
地
の
賃
貸
借
。
貸
主
↓
借
主
。
請
求
棄
却
の
原
判
決
を
破
棄
差
一
戻
(
信
頼
惹
起
の

再
調
賓
)
。

[
日
]
切
〉
の

5
・
u
・
5
戸
w巴
∞
邑

2
・
N
O
E
一
切
切

5
2・
5
2・
:
:
:
一
雇
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
。
請
求
認
容
(
誤
信
惹
起
肯
定
)
。

[
日
]
∞
の
国
少
少

E
F
者
宮
廷

5
2
w
出
品
一
切
切

5
2・
H
O
S・
J
・
-
請
負
に
共
同
で
入
札
す
る
と
の
約
束
。
入
札
関
係
者
同
士
。
請
求
棄
却
の

原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
義
務
違
反
肯
定
。
履
行
利
益
の
賠
償
も
あ
り
う
る
と
判
断
)

0

〔印
]
O
F
の
町
内

α-ロ品唱

F
E吋
品
温
宮
口
問
山
邑
吋
印

W
E
-
-
:
:
土
地
の
売
買
。
買
主
↓
売
主
。
請
求
認
容
(
誤
信
惹
起
肯
定
。
詳
細
不
明
)
。

〔
引
]
日
し
の
∞
巾
ユ

E
g
w
p
E
R
名
古
伝

E
a
W
E
-
-
:・
:
融
資
。
借
主
↓
貸
主
。
請
求
棄
却
(
市
場
の
変
動
は
原
告
の
危
険
。
因
果
関
係
も
証
明

さ
れ
て
い
な
い
)
。

呈A
a岡
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契約交渉の破棄とその責任 (2) 

[
回
]
切
の
出
戸

H
P
5
2・
巧
句
冨

5
2・
ロ
Nω
一円一
ζ
Z吋
-
E
¥
E
N
E
明
白

ω
切の回一

Z
』
巧
邑
戸
昌
一
宮
口
周

z
a
-
巴
吋
一
己
∞

E
4
P
呂
田
・

-
住
宅
の
売
貿
。
買
主
↓
売
主
。
請
求
棄
却
(
方
式
を
効
力
要
件
と
す
る
契
約
で
は
、
説
明
義
務
違
反
の
な
い
限
り
、
「
契
約
締
結
上
の
過

失
L

は
認
め
ら
れ
な
い
)

0

「
信
頼
裏
切
り
型
L

の
適
用
領
域
を
限
定
し
た
も
の
で
、
現
在
も
妥
当
す
る
。

[
悶
]
∞
の
国
戸

P
E
a
-
羽田
ν
冨

5
3唱
Sω
一
Z
』
当

E
a
w
ロ
戸
一
宮
口
同
州
巴
叶
印
唱

5
5
一
∞
∞

E
a
-
H
H
N∞
一
口
∞

E
a
w
E
E
-
-
-
:
:
食

品
製
造
に
関
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
。
授
与
希
望
者
↓
供
与
者
。
請
求
認
容
(
信
頼
惹
起
肯
定
)
。

[
制
]
問
。

ω岨

H0・
5
叶日・
4
ぐ
勺
]
出
邑
呂
・
コ
∞
・
:
:
:
[
引
]
の
控
訴
審
。
請
求
棄
却
(
信
頼
惹
起
否
定
)
。

[
伺
]
切
の
国

H0・
戸

E
a
w
巧
句
Z

E
戸
足
。
・
:
:
:
会
社
設
立
。
設
立
関
係
者
同
士
。
請
求
棄
却
(
信
頼
惹
起
否
定
)
。

[
印
]
円
。
冨
田
口
口
}
邑
B
E
w
己
-
E吋印咽
N
Y
白
岡
山
呂
昌
司
ピ
ω・
:
:
:
家
屋
の
賃
貸
借
。
倍
主
↓
貸
主
。
請
求
棄
却
(
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
で
履
行

利
益
は
請
求
で
き
な
い
)
。

[
町
]
切
の
回
日
戸
戸
H
U
吋
タ
者
同
ν
冨

邑

戸

Sω
一
司
君
巧

E
a
-
岳
山
一
】
)
∞
巴
戸
M
O
-
-
・
:
:
:
土
地
売
買
に
付
随
す
る
費
用
償
還
の
約
束
。
買

主
↓
売
主
。
詰
求
棄
却
の
原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
原
告
の
信
頼
は
保
護
に
値
す
る
)

0

「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

[
帥
]
切
の
民
N

∞・

ω
・
冨
吋
吋
唱
者
間
〉
一
戸
呂
吋
戸
色
申
一
口
回
忌
ゴ
・
百
品
∞
・
:
:
:
薬
局
の
売
買
。
売
主
↓
貫
主
。
請
求
棄
却
(
信
頼
惹
起
否
定
)
。

[
悶
]
∞
の
国
N

少
少
呂
コ
・
切
の
出

N
S
-
E
一
Z
』
者
巴
ゴ
・
に
怠
一
宮
口
閉
山
呂
コ
・

5
0吋
・
:
:
:
不
動
産
売
買
。
買
主
↓
売
主
。
請
求
棄
却
(
損
害

の
証
明
が
な
い
)
。

[
刊
]
切
の
出

H
P
P
呂
コ

w当日
ν]
足
早
ゴ
・

E
E
-
-
:
:
建
設
に
関
す
る
請
負
。
請
負
人
↓
注
文
者
。
請
求
棄
却
(
誤
信
惹
起
否
定
)
。

[
刊
]
円
、
〉
の
切
巾
ユ

E

5・
m
・
5
吋
∞
-
∞
∞
巴
叶
∞
・

5
コ
・
:
:
:
一
雇
用
。
被
用
者
↓
使
用
者
(
官
庁
)
。
請
求
棄
却
(
信
頼
利
益
の
主
張
が
な
い
)
。

[η]
切
の
回
目
唱
由

L
可∞

-
E
ロ
m
E
3・
8
:
:
:
不
動
産
に
関
す
る
契
約
(
売
買
か
賃
貸
借
)
。
所
有
者
↓
転
居
希
望
者
(
ラ
ン
ト
)
。
請
求
認
容

か
(
誤
信
惹
起
が
争
点
。
詳
細
不
明
)
。

[η]
円
、
の
出
血
ロ
ロ
。
〈
巾
円

HNW
吋
w
E吋
∞
・
宮
口
周
忌
叶
∞
・

5
N
r
・
-
:
・
土
地
の
売
買
。
買
主
↓
売
主
。
請
求
棄
却
(
信
頼
惹
起
否
定
。
違
法
な
契
約
の
締

結
を
信
頼
し
て
は
な
ら
な
い
)
。

[
刊
]
∞
の
国

5
・
Y
5
3・A

名
古
ζ
5
3・
怠
∞

-
F
冨

Z
円

g
N
C
叩

ωロ
∞
の
∞
一
日
L
』
巧
昌
司
・

2
印
・
円
)
一
∞
呂
吋
タ
戸

H・
:
:
:
土
地
の
売
買
。

売
主
↓
買
主
。
請
求
を
棄
却
し
た
原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
誤
信
惹
起
の
再
調
査
。
信
頼
惹
起
で
は
責
任
発
生
せ
ず
)
。

[
刊
]
。
円
、
の
出
血
同
国
σロ門
m
g
-
Y
E∞
cw
冨
O
H
N
E∞
cw
邑
や
:
:
:
土
地
の
売
買
。
請
求
棄
却
(
信
頼
惹
起
否
定
。
詳
細
不
明
)
。
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説

[
刊
]
∞
の
ロ

H
F
P
E∞
H・4
そ
句
冨

E
2・
a吋
:
:
:
株
式
の
売
買
。
売
主
↓
買
主
。
請
求
認
容
の
原
判
決
を
破
棄
し
、
棄
却
の
自
判
(
信
頼
利
益

は
主
張
さ
れ
ず
。
因
果
関
係
も
疑
問
)
。

[η
〕
切
の
Z
N
N・
E
・
5
∞
H
L
ζ
U
H
N
E∞
N
L
B・
-
:
:
・
福
祉
施
設
の
設
立
・
運
営
。
運
営
主
体
(
民
生
委
員
の
団
体
)
↓
依
頼
者
(
自
治
体
)
。
請
求

認
容
(
説
明
義
務
違
反
H
誤
信
惹
起
肯
定
)
。

[
刊
]
切
の
出
∞
、

H
P
E缶
、
者
間
》
冨
邑
旬
、

Z
8・
:
:
:
土
地
の
売
買
。
買
主
↓
売
主
。
請
求
認
容
の
原
判
決
を
破
棄
し
、
棄
却
の
自
判
(
誤
信
惹
起

否
定
)
。

[
刊
〕
。
円
。
同
R
Z
E
Z
N
ω
・
戸
呂
∞
N唱A

名
目
》
}
孟
呂
∞
少

NCP--::
融
資
。
借
主
↓
貸
主
。
請
求
認
容
(
誤
信
惹
起
肯
定
)
。

(
叩
]
∞
の
白
戸

-0・
E
∞
ω喝
巧
型
式
呂
∞
ω・
ロ
忠
一
~
4
』
巧

E
E
-
富
町
一
国
昌
宏
-
立
印
一
ロ
∞
昌
宏
・

ω也
由
:
:
:
信
用
状
開
設
。
開
設
希
望
者

↓
開
設
者
。
「
契
約
の
成
立
」
を
肯
定
し
て
請
求
を
認
容
し
た
原
判
決
を
破
棄
差
一
戻
(
成
立
は
否
定
。
過
失
H
誤
信
惹
起
の
再
調
査
)
。

[
別
]
∞
の
国

N
O
W
H
O
-
E
g
-
者
百
三
昌
宏
uNO印
・
:
:
:
[
河
]
の
上
告
審
。
請
求
認
容
(
上
告
棄
却
)
。

[
目
]
∞
の
出
回
MWHN・
5
∞
ω・
巧
司
]
孟

E
E
W
N印
ω
:
:
:
融
資
。
借
主
↓
貸
主
。
請
求
認
容
の
原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
信
頼
惹
起
の
再
調
査
)
。

[
目
]
。
円
。

ω
E丹仲
間
州
知

2
w
F
R
E∞
P
D∞
呂
田
・

2
H・
:
:
:
広
告
掲
載
契
約
。
広
告
会
社
↓
依
頼
者
。
請
求
棄
却
(
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
で

履
行
利
益
は
請
求
で
き
な
い
。
た
と
え
協
力
義
務
の
存
在
を
認
め
て
も
、
被
告
に
義
務
違
反
は
な
い
)
。

[
制
]
円
、
の
〉
向
島
S
N
P
P
呂
田
唱

Z
』
巧

E
N
E
g
-
E
N
-
-
:
:
会
社
設
立
。
設
立
関
係
者
同
士
。
請
求
棄
却
(
誤
信
惹
起
否
定
)
。
要
式
行
為
に

関
す
る
事
件
。

[
町
]
。
円
。
同
2
2
N
C唱
y
E∞円一
Z
』
宅
1
E
N
Z∞
戸
∞
CH・
-
:
:
・
家
屋
の
売
買
。
売
主
↓
買
、
王
。
請
求
棄
却
(
説
明
義
務
違
反
日
誤
信
惹
起
否
定
)
。

[
防
]
切
の
国
戸
申
・

5
∞
戸
当
同
μ

冨

z
g
w
日出
ω
一
Z
』
者
l
E
N
E
g
w
凶
器
一
宮
口
刃
包
∞
∞
-ω
∞
N・J
・
-
会
社
設
立
。
設
立
関
係
者
同
士
。
請
求
棄

却
の
原
判
決
を
破
棄
差
戻
(
正
当
な
理
由
な
く
突
然
交
渉
を
破
棄
し
た
ら
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
L

が
認
め
ら
れ
う
る
)
。

[
別
]
。
Fの
り
若
田
町
5
2同
N
P
H
0・
5
∞
F
Z』
当
初
回
N
E
g
w
也
∞
∞
:
:
:
組
合
契
約
。
契
約
当
事
者
同
士
。
請
求
棄
却
(
信
頼
惹
起
否
定
。
交
渉
破

棄
に
も
正
当
な
理
由
あ
り
)
。

[
帥
]
円
。
白
色

5
3ロロ

Ew
∞
w
z
g
w
ロ∞

HU話、

HNNNi---
有
限
会
社
の
持
分
譲
渡
。
譲
受
人
↓
譲
渡
人
。
請
求
棄
却
(
信
頼
惹
起
は
肯
定
す
る

も
、
方
式
規
定
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
誤
信
惹
起
の
な
い
限
り
、
責
任
な
し
と
判
断
)
。

[
"
]
切
の
出

N
N
-
N
W
E
g
w
t弓回以冨

E
S・
2
日一

Z
』
当
月
周
忌
g
w
s
y
宮口閉山

E
S・
3
H
一
∞
∞
邑
∞
タ
ロ
プ
ロ
ロ

E
S
L
o
p
-
-
:
会

孟i

日間
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社
へ
参
加
す
る
契
約
。
参
加
希
望
者
↓
会
社
。
請
求
棄
却
の
原
判
決
を
破
棄
差
一
炭
(
信
頼
惹
起
及
び
損
害
と
の
因
果
関
係
の
再
調
査
。
「
正
当
な

理
由
な
く
、
交
渉
を
破
棄
し
た
な
ら
、
『
契
約
締
結
上
の
過
失
』
と
な
る
。
不
動
産
売
買
と
異
な
り
、
信
頼
惹
起
自
体
に
過
失
が
あ
る
こ
と
(
破

棄
以
前
の
有
責
な
行
為
)
は
要
求
さ
れ
な
い
」
と
判
断
)
。

[叩

]
C
E
U
ω
Z
H
G同
門
門
戸
戸

E
g
w
∞∞
E
S・
5
ω
M

一己∞
E
S
-
H∞
見
・
:
:
:
[
阿
]
の
控
訴
審
。
請
求
棄
却
(
控
訴
棄
却
。
一
審
と
同
様
、

方
式
規
定
の
趣
旨
に
よ
る
)
。

[
引
]
C
F
の
出
血

H
H
M
σ
R
m
F
叶・

5
∞
戸
当
回
以
]ζ

呂
∞
少

S
N
i
-
-
-
家
屋
の
賃
貸
借
。
賃
借
入
↓
賃
貸
人
。
請
求
認
容
(
予
約
の
不
履
行
、
又
は

「
契
約
締
結
上
の
過
失
L

を
認
め
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
誤
信
惹
起
肯
定
)
。

以
上
の
裁
判
例
の
全
体
的
傾
向
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

(

a

)

裁
判
例
の
数
の
時
代
的
推
移

裁
判
例
は
戦
後
、
特
に
六

O
年
以
降
急
増
す
る
。
大
戦
以
前
は
八
件

(
R
G
三
件
、

R
A
G
二
件
)
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
五

0
年

代
に
は
一
五
件

(
B
G
H
六
件
、

B
A
G
一
件
)
、
六

0
年
代
に
は
二
三
件

(
B
G
H
一
四
件
、

B
A
G
一
件
)
、
七

0
年
代
は
二
八
件

(
B

G
H
一
六
件
、

B
A
G
-
件
)
、
八

0
年
代
は
一
七
件

(
B
G
H
八
件
)
、
と
飛
躍
的
に
増
加
す
る
の
で
あ
る
。

契約交渉の破棄とその責任 (2) 

(
b
)
紛
争
類
型
の
特
徴

不
動
産
売
買
に
ま
つ
わ
る
事
件
が
多
く
(
二
三
件
)
、
賃
貸
借
に
関
す
る
も
の
(
一
二
件
)
も
合
わ
せ
る
な
ら
、
不
動
産
関
係
だ
け
で
四
割

を
占
め
る
。
他
方
、
動
産
売
買
に
関
す
る
事
件
は
僅
少
(
[
叩
]
を
含
め
て
も
二
件
)
で
、
日
本
と
同
様
の
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
問
題
の
背

景
に
迫
る
も
の
と
し
て
重
要
な
点
で
あ
る
(
そ
の
他
、
雇
用
(
一
八
件
)
、
会
社
設
立
・
資
本
参
加
等
の
経
営
に
関
す
る
も
の

融
資
等
の
金
融
関
係
(
一

O
件
)
、
建
築
請
負
(
三
件
)
な
ど
が
目
立
つ
)
。

北法42(2・157)565

ご
二
件
)
、

(

C

)

紛
争
形
態
の
特
徴

日
本
と
同
様
、
紛
争
形
態
は
単
純
で
、
締
約
を
信
頼
し
た
準
備
行
為
者
が
交
渉
破
棄
者
に
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
件
が
大
半
で
あ
る
。
ま



説

裁
判
例
の
理
論
上
の
変
遷

北法42(2・158)566

た
ー
ー
詳
細
不
明
な
も
の
も
多
い
が

l
!
(
本
)
契
約
、
予
約
、
予
備
的
契
約
(
交
渉
段
階
で
の
権
利
義
務
関
係
を
規
律
す
る
た
め
の
合
意
)

等
、
何
ら
か
の
意
味
で
寸
契
約
の
成
立
(
効
力
)
L

が
争
わ
れ
た
事
件
も
か
な
り
あ
る
。

三A
百冊

裁
判
例
を
法
理
論
的
に
な
が
め
る
な
ら
、
注
目
す
べ
き
変
遷
が
見
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
誤
信
惹
起
型
」
と
寸
信
頼
裏
切
り
型
L

の
区

分
と
密
接
に
関
連
す
る
。
以
下
、
こ
の
点
を
押
さ
え
て
お
く
(
裁
判
例
の
理
論
的
価
値
に
配
慮
し
、

B
G
H
判
決
を
考
察
の
中
心
と
す
る
)
。

ま
ず
交
渉
当
事
者
聞
の
関
係
は
、
一
般
に
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。

『
当
事
者
は
、
原
則
と
し
て
締
約
す
る
か
否
か
を
自
由
に
決
定
で
き
、
理
由
な
く
交
渉
を
破
棄
し
て
も
、
責
任
は
問
わ
れ
な
い
。
交
渉
と

は
締
約
の
可
能
性
を
調
査
す
る
た
め
の
も
の
で
、
相
手
方
が
締
約
を
期
待
し
て
出
指
し
て
も
、
そ
れ
は
出
掴
者
の
リ
ス
ク
だ
か
ら
で
あ

る
。
交
渉
が
長
期
に
わ
た
り
、
相
手
方
の
出
掴
を
知
っ
て
い
て
も
、
こ
れ
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
』

(
B
G
H
[
刊
]
[
刊
]
[
伺
]

[
日
]
[
同
]
[
問
]
一

B
A
G
[
口
〕
[
刊
]
な
ど
。
)

こ
れ
は
も
っ
と
も
な
原
別
で
あ
る
。
が
、
現
在
で
は
二
種
の
例
外
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
各
々
「
誤
信
惹
起
型
」
と
寸
信
頼
裏
切
り
型
」

に
対
応
す
る
。
た
だ
、
日
本
と
異
な
り
、
両
類
型
は
時
間
を
お
い
て
登
場
し
、

ま
た
後
者
は
府
余
曲
折
を
経
て
い
る
。

[
第
一
期
]
戦
前
か
ら
、
裁
判
例
[
日
]
(
一
九
六

O
年
)
ま
で

こ
の
時
期
の
裁
判
例
は
ほ
と
ん
ど
「
誤
信
惹
起
型
L

に
属
し
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
相
当
す
る
も
の
は
一
件
し
か
な
い
(
下
級
審
[

2

]

)

。

ゆ
え
に
、
こ
れ
は
例
外
と
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
。
次
に
「
誤
信
惹
起
型
」
の
責
任
肯
定
例
は
、
い
、
ず
れ
も
寸
誤
信
の
惹
起
L

を
寸
契
約
締
結

上
の
過
失
」
(
す
な
わ
ち
、
帰
責
の
根
拠
)
と
す
る

(
R
G
[
5
]
一
R
A
G
[
B
]
一
B
G
H
[
ロ
]
[
刊
]
[
引
]
一
下
級
審
〔
7
]
[
8
]

[け
]

[

M

]

[

悶
]
[
目
]
)
。
ま
た
そ
こ
で
言
う
「
誤
信
」
と
は
、
概
ね
「
締
約
は
確
実
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
が
。



[
第
二
期
]
裁
判
例
[
却
]
(
六

O
年
)
か
ら
、
裁
判
例
[
判
]
(
七

O
年
)
ま
で

こ
の
時
期
に
も
「
誤
信
惹
起
型
L

に
属
す
る
裁
判
例
は
多
数
見
受
け
ら
れ
(
た
と
え
ば

B
G
H
[
却
]
[
却
]
[
引
]
[
制
]
一

B
A
G
[
臼
]

な
ど
て
こ
の
類
型
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
っ
誤
信
の
惹
起
」
を
要
件
と
し
な
い
類
型
が
本
格
的
に
登
場
し
は
じ
め
た

の
も
こ
の
噴
で
あ
る
。
本
来
「
誤
信
惹
起
型
」
に
属
す
る

B
G
H
[
お
〕
が
「
当
事
者
間
の
関
係
が
『
単
な
る
協
議
以
上
の
関
係
』
で
あ
る

と
き
に
は
(
こ
の
事
件
で
被
告
は
原
告
の
出
椙
を
許
可
し
て
い
た
)
、

2
父
渉
を
破
棄
し
な
い
義
務
』
が
生
じ
る
」
と
説
い
て
、
先
鞭
を
つ
け
、

こ
の
義
務
は

B
G
H
[
M
]
[
叩
]
[
刊
]
[
判
]
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
O

寸
誤
信
惹
起
型
」
の
他
、
交
渉
破
棄
自
体
を
帰
責
の
根
拠
と
す

る
類
型
が
加
え
ら
れ
、
二
つ
の
型
の
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
し
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
変
動
は
収
ま
ら
ず
、
「
締
約
は
確

実
L

と
い
う
信
頼
の
惹
起
を
要
件
に
ド
イ
ツ
民
法
二
三
一
条
の
類
推
適
用
を
説
く
B
G
H
[
日
]
が
現
れ
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
し
と

は
異
質
な
責
任
も
認
め
ら
れ
る
。
が
、
後
の
裁
判
例
で
、
か
か
る
構
成
に
従
う
も
の
は
な
い
。

[
第
三
期
]
裁
判
例
[
刊
]
(
七

O
年
)
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で

契約交渉の破棄とその責任 (2) 

こ
の
時
期
も
、

1

誤
信
惹
起
型
」
は
安
定
し
た
状
態
を
保
つ

(
B
G
H
[
日
]
[
口
]
[
刊
]
[
叩
]
[
引
]
一

B
A
G
[
刊
]
)
。
他
方
、
今
一

つ
の
類
型
は
寸
信
頼
裏
切
り
型
L

と
し
て
生
成
さ
れ
る
。
[
剖
]
な
ど
か
ら
は

J
父
渉
を
破
棄
し
な
い
義
務
L

(

寸
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
」
)

を
、
[
日
]
か
ら
は
「
信
頼
の
惹
起
」
と
い
う
要
件
を
そ
れ
ぞ
れ
受
け
継
ぎ
、
両
者
を
ド
ッ
キ
ン
グ
さ
せ
た

B
G
H
[
刊
]
が
登
場
し
、
そ
れ

が
後
の
裁
判
例
に
継
承
さ
れ
て
い
く
(
た
と
え
ば

B
G
H
[
日
]
[
閃
]
[
師
]
[
阿
]
な
ど
)
。
こ
こ
で
日
本
と
同
じ
図
式
が
完
成
す
る
の
で

あ
る
。
が
、
後
者
に
は
直
ぐ
に
重
大
な
制
限
が
加
え
ら
れ
る
。
「
軽
率
な
締
約
を
防
止
す
る
た
め
、
法
が
方
式
の
具
備
を
契
約
の
効
力
要
件
と

す
る
場
合
、
右
の
よ
う
な
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
方
式
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
結
果
を
招
く
し
と
の
理
由
か
ら
、
か
か
る
場
合
、
寸
信
頼
裏
切

北法42(2・159)567

り
型
L

は
認
め
ら
れ
な
い
、

[
回
]
[
刊
〕

と
さ
れ
は
じ
め
る
の
で
あ
る

(
B
G
H
〔
臼
]
[
刊
]
[
刊
]
[
叩
]
一
下
級
審
[
目
]
[
日
]
[
叩
]
。
も
っ
と
も
、

は
、
直
接
的
に
は
一
二
二
条
の
類
推
適
用
を
制
限
し
た
も
の
)
。
た
だ
、
「
誤
信
惹
起
型
L

が
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。



説

「
誤
信
惹
起
型
」
の
安
定
と
他
方
の
類
型
の
動
揺
と
が
見
事
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
浮
か
び
上
が
る

は
責
任
の
理
論
構
成
、
要
件
、
妥
当
領
域
に
及
ぶ
)
。
こ
れ
は
後
者
に
大
き
な
問
題
が
潜
む
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
は
、

呈A
a聞

位(
1
)
検
索
に
当
た
っ
て
は
、
各
種
教
科
書
、
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
、
論
文
の
他
、
第
二
次
大
戦
以
前
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
月
号
苫

a
E冒
σロ
ny・

∞己

-Hω
叶
(
邑

()75ω
∞)噂間
N

叶
品
切
の
回
と
の
巾
ロ
巾
H
I

何回]円巾
mtmg円
wMWロ
gny虫
色
ロ
ロ
ぬ
巾
ロ
己
巾

m
m巾山門町田町州巾ユ円宮町一口
N
-
〈己印出門町内
F
切己・印()同町。

を
、
第
二
次
大
戦
後
に
つ
い
て
は
、

Z
』さ

E

E宮
内
仲
間
口
吋

N
玄
]
吋
巾
門
戸
切
門
日
・

-1ω
印

(
5
8
5
S
)
唱
〈

q
R
E
5
2
σ
包
〈
巾
三
日
想
的

n
Eロロ

を
参
照
し
た
(
た
だ
し
、
第
一
部
と
同
様
、
行
政
法
固
有
の
問
題
が
絡
む
事
件
は
除
外
す
る
。
ま
た
穴
若
宮
「
・
。
白
田

ω
n
r
a
Z
5
5ロ
ぐ
巾
「
昨
日

mm-

〈
巾
吾
白
邑

]
g
m巾口白】印

EzmEUHU巾
色
町
円

2
-富
山
口

2
2
z
z
g巳
0
・
邑
∞
∞
(
巴

g
q
g巴
。
ロ
)
・
∞

-
s
l
E
-
E
l∞
∞
は
か
な
り
多
く
の
裁
判
例

を
挙
げ
る
が
、
入
手
で
き
な
い
も
の
も
あ
っ
た
)
。

(
2
)
交
渉
破
棄
を
根
拠
と
す
る
責
任
が
否
定
さ
れ
た
場
合
、
他
の
原
因
に
基
づ
く
責
任
が
認
め
ら
れ
で
も
、
使
宜
上
「
請
求
棄
却
」
と
表
記
す
る
。

(
3
)
富
市
住
円
ロ
タ
〈
巾
門
的
nFZE巾ロ

σ包
〈

q
H
E
m凹〈巾門町出ロ門出口口
mm山口
L
口
一
の
呉
国
円

F
Zロ
ロ
ロ
己
〈
O
吋印

ny]以肉巾
N

己
円
己

σ巾
E
叫

σ巾
FZロ
何
色
巾
由

ω門
町
三
平

5
n
y
F
切
門
日
・
ア
呂
∞

Hwω

ミ甲町内・・

5
凹
σ・
ω・
品
甲
山
・
(
以
下
、
宮

a-ncmw
の
E
R
Z
B
と
引
用
。
)
関
口
右

2
・白・白・

0
・u
ω
-
S
E
も
参
照
。

(
4
)
〈
也
・
関
口
問
}
同
)qw
向・白・

0
・・

ω
-
S
l∞∞・

(
5
)
こ
れ
は
契
約
無
効
型
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
(
北
川
・
前
掲
書
二
四

O
頁
、
関
口
匂
℃

Rw
白
・
印
。
ニ

ω・
3
咽
〉
ロ
ヨ
・
印
ω)
。

(
6
)
九
一
件
中
五
四
件
(
全
体
の
六
割
)
で
「
成
窓
口
」
が
争
わ
れ
て
い
る
(
こ
れ
に
対
し
、
不
明
二
四
件
、
争
わ
れ
て
い
な
い
蓋
然
性
の
高
い
も
の

九
件
、
控
訴
な
い
し
上
告
審
ゆ
え
、
争
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
四
件
)
。

(
7
)
R
A
G
[
4
]
一
B
G
H
[
刊
]
一
下
級
審
[
叩
]
も
寸
誤
信
」
を
云
々
し
て
い
な
い
か
ら
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
属
す
る
と
見
ら
れ
な
く
も

な
い
が
、
|
|
「
誤
信
L

の
存
否
に
ふ
れ
る
ま
で
も
な
い
よ
う
な
|
|
責
任
否
定
例
で
あ
り
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

(8)
最
上
級
審
レ
ベ
ル
で
寸
確
実
に
」
と
い
う
文
言
を
最
初
に
使
用
し
た
の
は

B
G
H
[
円
]
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
ま
で
の
裁
判
例
で
も
、
実
質
的

に
は
こ
れ
と
同
内
容
の
信
頼
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
「
幾
分
な
り
と
も
、
締
約
の
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
信
頼
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
(
た
だ
し
、

R
G
[
5
]
一
下
級
審
[
U
H
]

で
は
、
異
な
っ
た
解
釈
も
可
能
で
あ
る
)

0

(
動
揺
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契約交渉の破棄とその責任 (2) 

(9)
裁
判
例
の
な
か
に
は
、
「
誤
信
の
惹
起
」
と
言
わ
ず
、
「
有
責
な
(
印
門
町
三
門
医
同
伴
)
信
頼
惹
起
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
も
の
も
あ
る
(
た
と
え
ば

B
G
H
[
れ
]
)
。
が
、
こ
の
表
現
は
「
誤
信
の
惹
起
」
と
同
義
で
あ
る
(
次
節
参
照
)
。

(
叩
)
た
だ
し
、
[
祁
]
[
判
]
は
責
任
否
定
例
。
[
"
]
は
、
一
般
論
と
し
て
、
か
よ
う
な
義
務
を
認
め
る
が
、
実
際
は
説
明
義
務
違
反
の
事
案
。
[
日
]

は
、
直
接
的
に
は
「
交
渉
を
破
棄
し
な
い
義
務
」
に
ふ
れ
て
い
な
い
(
[
却
]
を
引
用
し
つ
つ
、
被
告
が
原
告
の
出
掃
を
促
し
た
点
を
強
調
す
る
こ

と、

[ω]
と
同
じ
第
八
民
事
部
の
判
決
で
あ
る
[
“
]
の

[ω]
に
対
す
る
理
解
な
ど
か
ら
、
こ
の
系
列
に
属
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
)
。

(
日
)
一
二
二
条
の
定
め
る
無
過
失
責
任
は
、
(
真
正
な
)
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
」
で
な
い
と
さ
れ
る
(
ロ
ロ
♀
q
-
ω
S
E円ロ
m
q
同

C
B
E
g
S吋

N
Z
S
∞
骨
肉
巾
ユ
円
n
y
g
の巾凹巾汁
Nσ
ロ
nyw
肘
吋

2
2
∞戸
n
y
w
E
-
m巾
百
四
円
ロ
旬
、
吋
巾
円
f
(
H
N・
〉
口
一
戸
)
曜
日
由
∞
タ
閉
山
門
同
R
-
H
R
N
C
m
H
M
M
∞
の
∞
一
冨
巾
色

2
P

切
口
円
程
吋

z
n
y
g
H
N
m
n
y
y
(
H
W
〉
え
]
・
)
ト
申
告
・

ω・
叶
ω
)
。
こ
の
類
推
適
用
に
拠
る
な
ら
、
寸
交
渉
を
破
棄
し
な
い
義
務
」
は
措
定
せ
ず
に
済
む
。

(ロ
)
B
G
H
[
日
〕
は
両
類
型
の
要
件
を
接
合
さ
せ
た
よ
う
な
理
論
構
成
を
提
示
し
た
が
、
こ
れ
に
従
う
裁
判
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

(
日
)
か
よ
う
な
発
想
は

B
G
H
[
川
]
に
も
見
い
出
し
う
る
が
、
本
格
的
展
開
は
〔
回
]
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

(H)
ド
イ
ツ
民
法
三
一
三
条
が
こ
の
種
の
規
定
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
(
[
回
]
[
刊
〕
[
刊
〕
[
阿
]
[
目
]
)
。
下
級
審
で
は
、
有
限
会
社
法
一
五
条

三
、
四
項
も
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
(
[
帥
]
[
叩
]
)
。
他
方
、
同
法
二
条
一
項
に
つ
き
、

B
G
H
は
「
信
頼
裏
切
り
型
」
の
存
在
を
容
認
す

る
か
の
よ
う
で
あ
る
(
[
制
]
。
た
だ
、
「
方
式
規
定
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
『
履
行
利
益
の
賠
償
L

は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
す
る
)
。
な
お
、

1
1
惹
起

さ
れ
た
信
頼
が
「
誤
信
」
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

t
|
R
G
[
1
]
は
、
右
の
制
限
の
た
め
、
現
在
で
も
責
任
は
否
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
[
凹
〕
[
刊
]
[
刊
]
〔
回
〕
は
「
『
交
渉
破
棄
に
先
立
つ
過
失
』
が
あ
れ
ば
、
『
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
』
が
発
生
す
る
L

と
し
て
、
こ
の
理
を

明
ら
か
に
す
る
(
「
交
渉
破
棄
に
先
立
つ
過
失
」
H
「
誤
信
の
惹
起
」
で
あ
る
点
は
、
次
節
参
照
)
。
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説

裁
判
例
の
検
討

第
二
節

三Aa冊

法
律
構
成
と
帰
責
の
根
拠
、
具
体
的
判
断
基
準
、
免
責
事
由
、
損
害
賠
償
の
範
囲
、

と
い
う
四
つ
の
視
点
か
ら
裁
判
例
を
考
察
す
る
。

責
任
の
根
拠
(
法
律
構
成
)
と
義
務
の
内
容
(
帰
責
の
根
拠
)

(
1
)
責
任
の
根
拠

裁
判
例
は
「
交
渉
破
棄
」
を
処
理
す
る
さ
い
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
L

理
論
を
用
い
て
い
る
が
(
同
法
理
が
未
発
達
で
あ
っ
た
時
代
の
R

G
[
1
]
を
除
け
ば
、
例
外
は

B
G
H
[
日
]
だ
け
て
こ
の
責
任
の
根
拠
を
め
ぐ
る
裁
判
例
の
態
度
は
日
本
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
今
日

で
は
「
交
渉
の
開
始
に
よ
り
、
注
意
(
配
慮
)
義
務
を
生
ぜ
し
め
る
法
定
債
務
関
係
(
契
約
類
似
の
信
頼
関
係
)
が
成
立
し
、
右
の
義
務
に

違
反
し
た
場
合
、
『
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
』
が
発
生
す
る
」
と
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
注
意
義
務
と
は
具
体
的
に
い
か
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
2
)
義
務
の
内
容

義
務
の
内
容
は
、
義
務
違
反
の
内
容
(
帰
責
の
根
拠
)
に
よ
り
解
明
し
う
る
。
今
日
、

そ
れ
に
は
二
種
類
あ
る
。

①
「
誤
信
惹
起
型
」

裁
判
例
の
な
か
に
は
「
誤
信
の
惹
起
」
を
帰
責
の
根
拠
(
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
)
と
す
る
も
の
が
あ
る

解
し
た
も
の
と
し
て
、

R
G
[
5
]
一
B
G
H
[
口
〕
[
日
]
[
引
]
[
却
]
〔
日
]
[
幻
]

[

M

]

[

削
]
[
日

][η
〕
[
円
]
一

R
A
G
[
6
7
B

A
G
[
臼
]
[
同
]
な
ど
。
こ
の
場
合
、
交
渉
破
棄
は
「
損
害
を
顕
在
化
さ
せ
る
契
機
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
)
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の

は
「
誤
信
を
惹
起
し
な
い
義
務
L

、
す
な
わ
ち
、
説
明
義
務
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
他
方
、
「
有
責
な

(
R
E
E
Eロ
)
信
頼
惹
起
」
と
い
う
表
現

を
用
い
る
も
の
も
あ
る
(
た
と
え
ば

B
G
H
[
叩
]
[
叩
]
[
日
〕
)
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
真
の
事
情
の
開
示
を
理
由
に
「
有
責
な
信
頼
惹
起
L

(
た
と
え
ば
責
任
を
肯
定
的
に
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を
否
定
す
る
か
ら
、
右
の
表
現
も
「
誤
信
の
惹
起
し
を
指
す
も
の
と
推
測
さ
れ
、
現
に
そ
の
よ
う
に
解
す
る
裁
判
例
も
あ
る

(
B
G
H
[
日
]

[
叩
]
一
下
級
審
[
町
]
)
。
ま
た
「
(
交
渉
破
棄
に
)
先
立
つ
過
失
(
〈

2
2
m
a
g
m
g
g
〈

qmszEg)L
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
も
の

も
あ
る
が

(
B
G
H
[
臼
]
[
刊
]
[
刊
]
一
下
級
審
[
印
]
)
、
こ
れ
も
「
誤
信
の
惹
起
し
と
同
義
で
あ
る
。
そ
の
先
駆
け
た
る
[
回
]
で
は
、

そ
れ
は
「
有
責
な
信
頼
惹
起
L

、
す
な
わ
ち
、
説
明
義
務
違
反
と
等
置
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
責
任
を
肯
定
し
た
一
群
の
裁
判
例
が
「
誤
信
を

知
っ
て
い
た
」
、
あ
る
い
は
「
予
見
で
き
た
L

こ
と
を
理
由
に
説
明
義
務
の
存
在
を
肯
定
す
る
点
か
ら
推
す
な
ら

(
B
G
H
[
日
]
[
日
]
[
引
]

[削
]

[

η

]

)

、
こ
の
こ
と
が
説
明
義
務
の
発
生
要
件
に
な
っ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
う
る
。

契約交渉の破棄とその責任(2) 

②
寸
誤
信
の
惹
起
L

を
要
件
と
し
な
い
類
型

こ
の
類
型
で
は
、
交
渉
破
棄
自
体
が
帰
責
の
根
拠
と
さ
れ
、
現
在
通
用
し
て
い
る
寸
信
頼
裏
切
り
型
」
で
は
、
そ
れ
は
「
交
渉
を
破
棄
し

な
い
義
務
L

に
対
す
る
違
反
と
構
成
さ
れ
る

(
B
G
H
[
刊
]
[
日
〕
[
日
]
[
刊
]
)
。
が
、
こ
の
義
務
の
具
体
的
内
容
は
明
確
で
な
い
。
そ
れ

が
締
約
義
務
で
な
い
こ
と
は
裁
判
例
も
明
示
し

(
B
G
H
[
日
]
[
河
口
、
義
務
違
反
の
効
果
が
寸
信
頼
利
益
の
賠
償
」
に
限
ら
れ
る
こ
と
か

ら
も
分
か
る
の
だ
が
、
寸
締
約
し
な
か
っ
た
場
合
、
信
頼
利
益
を
賠
償
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務
」
と
い
う
以
上
の
積
極
的
な
定
義
が
不
可
能
な
、

と
ら
え
ど
こ
ろ
な
い
義
務
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
日
本
の
裁
判
例
が
認
め
る
「
誠
実
交
渉
義
務
」
と
類
似
し
て
い
る
。

具
体
的
判
断
基
準

裁
判
例
の
多
く
は
「
交
渉
破
棄
者
が
、
相
手
方
が
『
締
約
は
確
実
』
と
信
頼
し
て
も
よ
い
よ
う
な
行
動
を
取
っ
た
L

こ
と
(
信
頼
の
惹
起
)

を
「
責
任
の
(
一
般
的
)
要
件
L

と
し
て
掲
げ
る
(
つ
ま
り
、
勝
手
な
思
い
込
み
は
顧
慮
さ
れ
な
い
)
。
従
っ
て
、
責
任
成
否
の
具
体
的
判
断

基
準
は
信
頼
惹
起
の
判
断
基
準
に
還
元
さ
れ
る
。
た
だ
、
「
誤
信
惹
起
型
L

と
「
信
頼
裏
切
り
型
し
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
本
の
裁

判
例
と
同
様
、
前
者
は
さ
ら
に
二
つ
の
類
型
に
細
分
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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説

(
1
)
「
誤
信
惹
起
型
」

北法42(2・164)572

2命

①
「
誤
信
の
惹
起
L

を
肯
定
し
た
も
の
(
括
弧
内
は
、
詳
細
不
明
ゆ
え
、
分
析
で
き
な
い
裁
判
例
。
)

R
G
〔5
]
一
B
G
H
[
ロ
]

[

η

]

〔
引
]
[
日
]
[
日
〕
(
[
口
]
[
円
]
)
[
引
]
一

B
A
G
[
臼
]
[
刊
]
一
下
級
審

[
7
]
[
8
]

[
お
]
[
幻
]
[
ね
]
〔
幻
]
[
伺
]
[
叩
]
)
[
刊
]
[
引
]

②
寸
誤
信
の
惹
起
」
の
存
否
を
判
断
さ
せ
る
た
め
、
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
も
の

R
A
G
[
6
]
一
B
G
H
[
日
]
[
日
]
[
引
]
[
制
]
[
刊
]
[
叩
]
一

B
A
G
[内
]

③
「
誤
信
の
惹
起
L

を
否
定
し
た
も
の

:
:
:
R
G
[
3
]
一
R
A
G
[
4
)
一
B
G
H
[
同
]
[
げ
〕
[
刊
]
[
羽
]
[
特
]
[
日
]
[
目
]
[
帥
]
[
刊
]

[
刊
]
・
下
級
審
[
M
刊
]
〔
臼
]
[
制
〕
[
制
]
[
回
]
[
目
〕
[
叩
]

(
[
竹
]
[
叫
〕
[
悶
]

右
の
裁
判
例
を
概
観
す
る
な
ら
、
寸
誤
信
」

の
具
体
的
内
容
は
、
日
本
と
同
様
、
二
種
類
に
別
た
れ
る
。

〈

i
〉
「
幾
分
な
り
と
も
、
締
約
の
可
能
性
が
あ
る
L

と
の
信
頼
が
「
誤
信
」
で
あ
っ
た
と
し
て
争
わ
れ
た
裁
判
例

[
5
]
と
[
刊
]
が
こ
の
類
型
に
属
す
る
。
前
者
は
実
現
不
可
能
な
事
柄
に
つ
き
交
渉
し
た
事
案
で
、
後
者
は
そ
も
そ
も
締
約
の
意
思
を
有

し
て
い
た
か
否
か
を
調
査
さ
せ
る
た
め
、
差
戻
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
寸
契
約
内
容
の
特
定
」
が
要
求
さ
れ
な
い
点
(

[

5

]

)

は
、
日
本

の
判
例
理
論
と
酷
似
す
る
。
た
だ
、
裁
判
例
が
少
な
い
た
め
か
、
本
類
型
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
(
先
述
の
「
責
任
の
ご
般
的
)

要
件
L

か
ら
想
像
で
き
よ
う
)
。

〈

-
H
〉
「
締
約
は
確
実
」
と
の
信
頼
が
寸
誤
信
」
で
あ
っ
た
と
し
て
争
わ
れ
た
裁
判
例

「
誤
信
惹
起
型
L

の
大
部
分
は
こ
の
類
型
に
属
し
、
「
責
任
の
(
一
般
的
)
要
件
L

も
こ
れ
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
日
本
の

判
例
理
論
と
同
様
、
「
締
約
す
る
」
旨
の
約
束
や
説
明
(
当
事
者
の
言
動
)
と
寸
契
約
内
容
の
特
定
L

に
代
表
さ
れ
る
「
交
渉
の
成
熟
」
が
信

頼
惹
起
の
判
断
基
準
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
肯
定
例
で
は
、
い
ず
れ
の
要
件
も
満
さ
れ
(
[
ロ
]
[
悶
]
[
引
]
[
日
]
[
日
]
[
引
]

(
H
[
刊
〕
)
一
[
臼
]
[
日
]
一

[
7
〕
[

8

]

)

、
実
質
肯
定
例
た
る
破
棄
差
戻
例
で
も
同
様
で
あ
る
(

[

6

]

一
[
却
]
[
引
]
[
制
]
(
た
だ
、
こ
れ



は
当
事
者
間
で
契
約
内
容
を
特
定
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
特
殊
な
事
案
)
[
叩
]
)
。
次
に
否
定
例
な
い
し
実
質
否
定
例
は
二
つ
に
分

か
れ
る
。
第
一
は
、
信
頼
惹
起
は
認
め
つ
つ
、
そ
れ
が
寸
誤
信
」
で
な
か
っ
た
と
し
た
も
の
で
(
[
刊
]
[
回
]
[
刊
]
[
刊
〕
一
[
叫
]
[
阿
]

〔
M
]
[
叩
]
)
、
こ
こ
で
は
右
の
二
要
件
は
満
た
さ
れ
て
い
る
。
第
二
は
、
信
頼
惹
起
自
体
を
否
定
し
た
も
の
で
(

[

3

]

一
[
4
7
[
叩
]
〔
げ
]

[
叩
]
[
日
〕
[
日
]
一
〔
叩
]
一
[
判
]
[
臼
]
[
制
]
)
、
約
束
の
存
在
を
否
定
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
(

[

3

]

[

4

]

[

刊
]
[
日
]
[
刊
]
[
叩
]
[
判
]

[
日
]
[
臼
]
[
制
]
)
、
そ
れ
に
加
え
、
契
約
内
容
が
未
定
だ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
も
あ
る
に
日
]
)
。
二
要
件
の
い
ず
れ
か
が
満
た

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
[
日
]
は
ク
リ
ー
ン
・
ハ
ン
ド
的
発
想
に
立
っ
て
い
る
。

(
2
)
「
信
頼
裏
切
り
型
」

①
寸
信
頼
の
惹
起
」
を
肯
定
し
た
も
の

:
:
:
B
G
H
[阿
]

②
「
信
頼
の
惹
起
」
の
存
否
を
判
断
さ
せ
る
た
め
、
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
も
の

:
:
:
B
G
H
[
日
]
[
刊
]
[
回
]
[
凶
]
[
凹
]

③
「
信
頼
の
惹
起
」
を
否
定
し
た
も
の

:
:
:
B
G
H
[
刊
]
[
悶
〕
一
下
級
審
[
口
〕
[
日
〕
[
町
]

契約交渉の破棄とその責任 (2) 

右
の
裁
判
例
で
も
、
信
頼
惹
起
の
判
断
基
準
は
「
締
約
す
る
」
旨
の
約
束
(
説
明
)

と
「
交
渉
の
成
熟
」

の
よ
う
に
見
え
る
。
肯
定
例
た

る
[
閃
]
で
は
、
こ
の
二
要
件
は
満
た
さ
れ
、
実
質
肯
定
例
た
る
[
日
]
[
日
]
[
帥
]
[
制
]
で
も
同
様
で
あ
る
。
他
方
、
実
質
否
定
例
た
る

[
回
]
で
は
、
約
束
の
存
在
が
疑
問
視
さ
れ
、
否
定
例
た
る
[
町
]
二
日
]
[
引
]
で
は
、
寸
交
渉
の
成
熟
」
が
否
定
さ
れ
た
(
[
河
]
は
「
不

動
産
売
買
は
数
多
く
の
個
別
的
事
項
を
含
む
ゆ
え
、
書
面
す
ら
作
成
さ
れ
な
い
段
階
で
締
約
は
信
頼
で
き
な
い
L

と
契
約
の
性
格
に
も
配
慮

す
る
)
。
た
だ
、
否
定
例
の
な
か
に
は
、
寸
約
束
を
い
つ
ま
で
も
信
頼
し
て
は
な
ら
な
い
し
と
時
間
的
限
界
を
説
く
も
の

な
契
約
の
締
結
は
信
頼
で
き
な
い
L

と
内
容
上
の
限
界
を
指
摘
す
る
も
の

次
に
「
信
頼
裏
切
り
型
L

の
前
身
の
う
ち
、
実
質
肯
定
例
た
る
B
G
H

(
[
刊
]
)
や
「
違
法

(
[
口
]
)
も
あ
る
。

[
日
]
[
刊
]
[
刊
]

で
は
、
右
の
二
要
件
は
満
た
さ
が
、
理
論
構

北法42(2・165)573



説

成
の
相
違
は
結
論
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
逆
に
否
定
例
た
る
下
級
審
[
灯
]
は
約
束
を
欠
き
、
実
質
否
定
例

た
る
B
G
H
[
刊
]
で
も
、
契
約
内
容
に
つ
い
て
合
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
責
任
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、

B
G
H
[村
]

は、

[
M
]
と
同
様
、
ク
リ
ー
ン
・
ハ
ン
ド
的
発
想
に
立
つ
。
な
お
、

B
G
H
[
引
]
は
、
位
置
づ
け
自
体
に
問
題
が
あ
る
が
、
実
質
的
に
は

寸
信
頼
裏
切
り
型
」
に
属
す
る
も
の
と
言
え
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
信
頼
惹
起
を
肯
定
し
た
裁
判
例
の
な
か
で
、
ひ
と
き
わ
「
交
渉
の
成
熟

度
L

が
劣
る
よ
う
に
見
え
る
。
が
、
こ
れ
は
事
案
の
特
殊
性
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
具
体
的
判
断
基
準
の
基
本
構
造
は
、
日
本
の
判
例
理
論
と
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
「
信
頼
」
に

時
間
的
、
内
容
的
、
ク
リ
ー
ン
・
ハ
ン
ド
的
限
界
が
あ
る
と
す
る
点
、
(
契
約
)
履
行
用
の
出
摘
を
促
す
こ
と
は
「
締
約
の
約
束
L

に
当
た
る

が

(
B
G
H
[
叩
]
)
、
交
渉
費
用
の
出
掲
の
許
可
は
そ
れ
に
当
ら
な
い
と
す
る
点

(
B
G
H
[
帥
]
)
、
「
交
渉
の
成
熟
し
と
は
必
ず
し
も
す
べ

て
の
条
項
に
つ
い
て
の
合
意
を
要
求
す
る
も
の
で
な
く

(
B
G
H
[
叩
]
〔
刊
]
)
、
ま
た
契
約
類
型
や
契
約
の
性
格
に
影
響
さ
れ
る
点

(
B
G

圭ム

日間

H 

[
制
]
[
引
]
と
下
級
審
[
苅
]
を
比
較
せ
よ
)
な
ど
は
、
日
本
の
裁
判
例
の
分
析
に
も
有
益
な
視
角
を
提
供
し
よ
う
。

免
責
事
由
と
し
て
の
「
正
当
な
理
由
」

日
本
の
判
例
理
論
と
同
様
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
も
、
免
責
事
由
に
つ
き
、
二
つ
の
類
型
間
で
異
な
っ
た
扱
い
を
す
る
。

(
1
)
「
誤
信
惹
起
型
」

「
誤
信
惹
起
型
」
で
免
責
事
由
を
認
め
た
裁
判
例
は
な
い
。
こ
れ
は
|
|
交
渉
破
棄
が
帰
責
の
根
拠
で
な
く
、
単
に
「
損
害
を
顕
在
化
さ
せ

る
契
機
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
|
|
こ
の
類
型
の
性
格
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
「
誤
信
の
惹
起
」
を
要
件
と
し
な
い
類
型

「
交
渉
を
破
棄
し
な
い
義
務
」
を
認
め
る
も
の
で
あ
れ
、

一
二
二
条
の
類
推
適
用
を
説
く
も
の
で
あ
れ
、
概
ね
免
責
事
由
の
存
在
を
認
め
、
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「
正
当
な
理
由
な
く
、
交
渉
を
破
棄
し
た
場
合
に
責
任
が
生
ず
る
L

と
し
て
い
る
。
が
、
参
考
に
な
る
裁
判
例
は
僅
少
で
、
そ
の
具
体
的
内
容

は
不
明
瞭
で
あ
る
。
一
般
論
と
し
て
参
考
に
な
る
の
は
、
寸
正
当
な
理
由
と
は
、
既
存
の
契
約
を
解
約
で
き
る
ほ
ど
の
事
由
で
な
く
て
も
よ
い
」

と
す
る

B
G
H
[
日
]
く
ら
い
で
あ

μ
。
具
体
論
に
ふ
れ
る
の
は
、
相
手
方
に
破
産
が
申
立
て
ら
れ
た
こ
と
や
予
備
的
な
契
約
に
対
す
る
重

大
な
違
反
(
不
信
行
為
)
が
こ
れ
に
当
た
る
と
し
た
下
級
審
[
日
]
[
肘
〕
と
、
「
相
手
方
が
解
除
事
由
に
当
た
る
よ
う
な
行
為
を
し
よ
う
と

し
て
も
、
是
正
が
期
待
で
き
る
場
合
に
は
、
ま
ず
そ
れ
を
促
す
べ
き
で
、
即
座
に
交
渉
を
破
棄
す
る
こ
と
は
正
当
な
理
由
な
き
破
棄
に
当
た

る
」
と
し
た

B
G
H
[
刊
〕
く
ら
い
で
あ
る
。
な
お
、
第
三
者
と
の
締
約
が
こ
れ
に
当
た
る
か
否
か
は
問
題
で
、

B
G
H
[
日
]
は
、

般

論
と
し
て
、

そ
れ
に
当
た
り
う
る
こ
と
を
示
唆
し
、
他
方
、

た
。
し
か
し
、
前
者
の
説
示
は
傍
論
で
、
ま
た
後
者
で
は
、
免
責
事
由
は
争
点
と
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
結
局
は
っ
き
り
し
な
い
。

B
G
H
[
回
]

は
、
か
か
る
理
由
か
ら
交
渉
を
破
棄
し
た
被
告
に
責
任
を
課
し

回

損
害
賠
償
の
範
囲
と
対
象

(
1
)
賠
償
の
範
囲
と
そ
の
対
象

契約交渉の破棄とその責任 (2) 

裁
判
例
は
「
誤
信
惹
起
型
L

と
否
と
に
か
か
わ
り
な
く
|
|
賠
償
の
範
囲
を
一
貫
し
て
信
頼
利
益
と
解
す
る
。

B
G
H
判
決
に
限
っ
て

も
、
寸
誤
信
惹
起
型
」
で
は
、
[
口
]
[
日
〕
[
問
]
[
別
]
[
引
]
[
削
]
[
日
]
[
刊
]

[

η

]

[

刊
]
〔
叩
]
が
、
寸
誤
信
の
惹
起
L

を
要
件
と
し
な

い
類
型
で
は
、
[

M

]

[

刊
]
[
刊
]
[
刊
]
[
閃
]
[
刊
]
[
帥
]
が
、
さ
ら
に
所
属
類
型
の
不
明
な
[
日
]
[
日
]
[
印
]
も
、
そ
の
旨
を
明
言
日
、

「
履
行
な
い
し
履
行
利
益
し
か
請
求
さ
れ
ず
、
信
頼
利
益
の
主
張
が
な
か
っ
た
」
と
の
理
由
か
ら
請
求
を
棄
却
し
た
例
も
あ
る
(
た
と
え
ば
B

G
H
[位
]

[

M

]

[

刊
]
一
下
級
審
[
刊
]
[
引
]
[
帥
]
[
円
]
[
目
〕
)
。
と
こ
ろ
が
、

B
G
H
[
日
]
だ
け
は
「
『
義
務
違
反
な
か
り
せ
ば
、

契
約
が
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
』
場
合
に
は
、
例
外
的
に
『
履
行
利
益
の
賠
償
』
が
許
さ
れ
う
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、
全
体
的
動
向
か
ら
す

そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
は
|
|
両
当
事
者
が
協
定
を
締
結
し
、

北法42(2・167)575

る
と
異
例
で
あ
っ
て
、

い
わ
ば
法
律
行
為
的
に
結
合
し
て
い
た
と
い
う
|
|
事
案



説

の
特
殊
性
に
拠
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
な
お
、

B
A
G
[
日
]
は
|
|
賃
金
だ
け
が
転
職
を
決
意
さ
せ
る
要
因
で
な
い
と
い
う
雇
用

契
約
の
特
殊

E
E
L
-信
頼
利
益
の
額
は
履
行
利
益
の
額
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
い
と
す

μ)。

賠
償
の
対
象
と
さ
れ
る
利
益
に
は
二
種
類
あ
る
。
第
一
は
費
用
で
、
「
誤
信
惹
起
型
」
で
は
誤
信
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
出
揖
が
賠
償
さ
れ

る
(
た
と
え
ば

R
G
{
5
]
一
B
G
H
[
口
]
[
日
]
[
引
]
[
引
]
(
[
刊
]
の
上
告
審
)
一
下
級
審
[

7

]

[

幻
]
[
刊
〕
[
引
]
)
。
そ
れ
は
契
約

履
行
用
の
費
用
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
(
[
口
]
[
刊
]
[
引
]
)
、
締
約
用
の
費
用
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
日
制
]

[

7

]

[

幻
]
[
刊
]
[
引
]
)
。

「
誤
信
の
惹
起
L

を
要
件
と
し
な
い
類
型
で
も
、
寸
締
約
は
確
実
」
と
の
信
頼
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
出
揖
が
賠
償
さ
れ
る

北法42(2・168)576

論

(
た
と
え
ば

B
G

H
[
刊
]
[
阿
]
[
目
]
)
。
こ
こ
で
も
履
行
用
の
費
用
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
(
[
刊
]
[
悶
]
)
、
交
渉
用
の
費
用
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
(
[
引
]
。

た
だ
、
こ
の
事
件
に
は
相
手
方
が
償
還
を
確
約
し
た
た
め
出
摘
し
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
)
。
第
二
に
、
得
べ
か
り
し
利
益
が
賠
償
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
「
誤
信
惹
起
型
」
に
属
す
る

B
A
G
[
臼
]
[
日
]
一
下
級
審
[

8

]

[

刊
]
[
悶
]
[
叩
]
[
泊
]
が
そ
の
例
で
あ
る
。
日
本
と
同
様
、

雇
用
に
関
す
る
事
件
が
多
い
(
雇
用
で
な
い
の
は
[
泊
]
だ
け
)
。
他
方
、
「
誤
信
の
惹
起
L

を
要
件
と
し
な
い
類
型
で
は
、
か
か
る
利
益
の

賠
償
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
は
あ
る
が

(
B
G
H
[
何
]
[
凹
]
)
、
実
際
に
認
め
た
も
の
は
ま
だ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(
2
)
因
果
関
係
と
損
害
発
生
の
存
否

い
か
な
る
利
益
で
あ
れ
、
当
該
事
案
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
「
信
頼
」
と
因
果
関
係
が
な
け
れ
ば
、
賠
償
さ
れ
な
い
。
寸
誤
信
惹
起
型
」
で

は
、
誤
信
と
因
果
関
係
の
あ
る
損
害
が
賠
償
さ
れ
、
「
誤
信
の
惹
起
し
を
要
件
と
し
な
い
類
型
で
も
、
「
締
約
は
確
実
」
と
い
う
信
頼
と
の
因

果
関
係
が
要
求
さ
れ
る
。
裁
判
例
の
な
か
に
は
、
因
果
関
係
の
不
存
在
を
理
由
に
請
求
を
棄
却
し
た
例
(
た
と
え
ば

B
G
H
[
同
]
一
下
級
審

[
灯
]
)
、
「
信
頼
惹
起
以
前
の
出
摘
は
、
出
担
者
の
リ
ス
ク
で
あ
り
、
賠
償
さ
れ
な
い
L

と
し
た
例
(
た
と
え
ば

B
G
H
[
刊
]
[
刊
]
[
日
]
)
、

寸
信
頼
し
な
く
て
も
、
行
っ
た
で
あ
ろ
う
行
為
に
よ
り
不
利
益
を
受
け
た
場
合
、
賠
償
は
受
け
え
な
い
」
と
し
た
例
(
た
と
え
ば

B
G
H
[円
]

[
却
]
[
刊
]
[
凹
]
)
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
信
頼
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
も
、
「
そ
の
た
め
の
時
間
を
他
の
仕
事
に
回
し
た
な
ら
、
利
益
が
得



ら
れ
た
し
と
の
事
情
が
な
げ
れ
ば
、
損
害
の
発
生
は
認
め
ら
れ
ず
、
損
害
賠
償
も
許
さ
れ
な
い

(
B
G
H
 [悶])。

(
3
)
過
失
相
殺

実
定
法
上
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
し
を
定
め
た
も
の
と
さ
れ
る
ド
イ
ツ
民
法
三

O
七
、
三

O
九
条
は
、
被
害
者
に
過
失
が
あ
る
場
合
、

加
害
者
の
責
任
を
全
面
的
に
排
除
す
る
。
し
か
し
、
「
交
渉
破
棄
し
の
場
合
、
過
失
相
殺
を
認
め
る
裁
判
例
は
あ
っ
て
も
、
責
任
を
排
除
す
る

も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
と
え
ば

B
G
H
[
刊
]
一

B
A
G
(
叩
]
一
下
級
審
[
悶
]
は
、
一
般
論
と
し
て
そ
の
可
能
性
を
認
め
、

B
G
H

[
引
]
[
日
]
一

B
A
G
[
臼
]
一
下
級
審
[
7
]
[
8
]
は
現
に
過
失
相
殺
を
考
慮
す
る
(
[
7
]
[
8
]
は
実
際
に
過
失
相
殺
を
行
っ
た
も
の
。

[
引
]
[
日
]
[
口
]
は
破
棄
差
戻
例
)
。
な
お
、
「
誤
信
惹
起
型
」
に
属
す
る
[
口
]

[

7

]

は
「
不
用
意
な
信
頼
(
誤
信
)
」
を
、
「
信
頼
裏
切

は
、
交
渉
破
棄
の
原
因
の
一
端
を
自
ら
作
出
し
た
こ
と
を
、
過
失
相
殺
の
理
由
と
し
て
い
る
。

り
型
」
に
属
す
る
[
日
]

こ
の
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
め
裁
判
例
と
日
本
の
そ
れ
は
紛
争
実
態
や
問
題
解
決
の
判
断
枠
組
み
の
点
で
か
な
り
似
通
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、

こ
の
点
に
か
か
わ
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
の
態
度
、
た
と
え
ば
信
頼
に
二
疋
の
限
界
が
あ
る
と
し
た
り
、
「
信
頼
裏
切
り
型
し
で
も
過
失
相
殺
が

契約交渉の破棄とその責任(2) 

あ
り
う
る
と
す
る
点
な
ど
は
、
日
本
法
に
と
っ
て
参
考
に
な
る
。
が
、
以
上
の
検
討
か
ら
は
、
よ
り
大
き
な
示
唆
が
得
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
責
任
の
可
否
と
い
う
第
一
の
寸
基
本
的
問
題
」
に
対
し
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
は
「
誤
信
惹
起
型
L

の
安
定
に
対
す
る
「
信
頼
裏
切
り

型
」
の
動
揺
と
い
う
形
で
答
え
、
後
者
に
大
い
な
る
問
題
が
伏
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
関
連
問
題
及
び
問
題
の
背
景
と
い
う
第

。
基
本
的
問
題
」
に
対
し
て
は
、
日
独
の
紛
争
実
態
の
相
似
性
と
い
う
形
で
応
じ
、
両
国
に
お
げ
る
背
景
の
共
通
性
を
示
唆
し
つ
つ
、

以
て
、
強
い
比
較
可
能
性
を
担
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

の

北法42(2・159)577 

註(
1
)
代
表
的
な
文
献
と
し
て
、
北
川
・
前
掲
書
の
他
、
渡
辺
博
之
「
契
約
締
結
上
の
過
失
を
め
ぐ
る
体
系
化
の
傾
向
と
『
信
頼
責
任
』
論

l
l
カ
ナ



説

リ
ス
お
よ
び
シ
ュ
ト
ル
の
所
論
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
民
商
八
八
巻
二
号
二
六

O
頁
、
昭
和
五
八
年
)
が
あ
る
。

(
2
)
こ
の
理
論
は
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
「
も
は
や
慣
習
法
と
な
っ
た
」
と
説
く
も
の
も
あ
る
(
〈
包
盟
国
己
島
ロ
mqlFα
老
町
円
}
Y

出・白・

0
・

回向島ロ『・

ω
∞
〈
。
ユ
u巾
B
Nロ
Z
N吋印
1N∞
ω
∞
の
∞
)
。

(
3
)
た
と
え
ば

B
G
H
〔
引
]
[
判
〕
は
〉
え
E
野
口
口
問
∞
1
z
n宮
と
い
う
用
語
を
用
い
て
、
こ
の
理
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た

B
G
H
[
剖
]
は

ぐ
R
R
E
n
y
Eロ
m
N
C叶

ω白
n
F
E
P
-位円ロコ
m
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。

(4)
下
級
審
[
臼
]
も
同
旨
。
な
お
、
責
任
肯
定
例
の
多
く
は
こ
の
点
に
ふ
れ
な
い
が

(
B
G
H
[
口
]
[
幻
]

[

m

]

[

臼
]

[

η

]

一
B
A
G
[
幻
]

[
日
]
一
下
級
審
[

7

]

[

刊
]
[
悶
]
)
、
い
ず
れ
も
こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
5
)
こ
の
義
務
は
「
信
頼
利
益
の
賠
償
」
と
い
う
折
衷
的
な
結
論
を
導
く
道
具
に
過
ぎ
ず
、
性
質
・
内
容
を
問
う
て
も
仕
方
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(
6
)
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
責
任
の
争
い
方
を
含
め
、
事
実
関
係
が
不
明
な
も
の
(
下
級
審
[

g

]

[

幻
〕
[
幻
]
)
や
争
点
が
異
な
る
も
の

(
B
G

H

[

H

M

]

[

日
〕
[
悶
]
一
下
級
審
[
刊
]
[
日
]
[
日
]
[
川
]
[
阿
]
)
は
除
外
す
る
。
ま
た

R
G
[
1
]
も
除
く
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
節
参
照
)
。

(7)
下
級
審
[
却
]
[
鈎
]
[
お
]
も
こ
の
類
型
に
属
す
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
不
明
な
点
が
多
い
た
め
、
排
除
す
る
。

B
G
H
[
糾
]
[
日
]
も
説
明

義
務
を
問
題
と
す
る
が
、
説
明
の
対
象
が
直
接
「
締
約
へ
の
信
頼
」
に
ふ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
除
外
す
る
。

B
G
H
[
伺
]
も
信
頼
惹
起
を

否
定
し
た
の
か
、
「
誤
信
」
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
の
で
、
取
り
上
げ
な
い
。

(
8
)
R
G
[
4
]
一
B
G
H
[
日
]
[
臼
]
[
刊
]
[
刊
]
一
下
級
審
[
制
]
[
制
]
は
先
に
取
り
上
げ
た
ゆ
え
、

B
G
H
[
刊
〕
一
下
級
審
[
日
]
〔
引
]

は
争
点
が
異
な
る
ゆ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
除
外
す
る
。

(
9
)
B
G
H
[
刊
]
で
も
、
二
要
件
は
満
た
さ
れ
、
信
頼
惹
起
は
肯
定
さ
れ
た
が
、
方
式
規
定
の
趣
旨
か
ら
責
任
は
否
定
さ
れ
た
(
前
節
参
照
)
。

(
凶
)
下
級
審
[
叩
]
も
同
様
(
契
約
内
容
に
関
す
る
対
立
が
あ
り
、
被
告
が
締
約
を
留
保
し
た
事
件
)
。

(
H
)
こ
の
判
決
は
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
に
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
学
説
は
概
ね
「
『
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
』
を
認
め
た
も
の
L

と
解
し
て
い
る

(冨ロロ
nF巾ロ
q
1開
5
5
mコ円
}
Y

出
・
同
-
。
Jω
・
日
∞
。
頃
〉
ロ
ヨ
-

H

∞品一

ω
E
C門出口
mRlFα
呈
∞
nF・同・白・

0
咽
河
内
凶
ロ
吋
・
日
〈
。
吋
σ巾
B
N己
申
叩

N
a
l
N∞ω
一

回山口印

ω件。
}
]
w

、『山門

σ
g
gロ
門
同
巾
ロ
ロ
門
日
明
己
ロ
}
内
氏
。
ロ
巾
ロ
己
巾
吋
国
民
同
ロ
ロ
m
町内ロ司

nE]古
田
一
口
円
。
ロ
可
白
ymロ円山
(
V
W

一
口
一
司
mumgnvユ
ロ
宮
吋
〈
・
(
U

同町
HHMERR-

-由吋∞・∞

-
A
8・
〉
ロ
B-
お
一
。
。
口
者
同
]
p
u
-巾
同
恒
常
ロ
ロ
m
E円門戸同一円}出

5
n
C
D門E

Zロ門目。・・『己
ω
呂∞
N・
ω・∞
3
・
〉
ロ
ヨ
・
思
)
。
な
お
、
判
旨

の
不
明
確
さ
を
指
摘
す
る
論
者
も
い
る
が
(
冨

awzp
のロ

g
n
Z
2・∞
-gN)、
右
の
理
解
が
当
た
っ
て
い
な
い
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

(
ロ
)
当
該
費
用
が
両
当
事
者
に
と
り
有
益
で
あ
る
こ
と
、
費
用
負
担
の
合
意
が
複
雑
で
な
い
こ
と
、
被
告
が
償
還
を
約
束
し
た
必
要
費
は
取
引
慣
行

論

北法42(2・170)578 



契約交渉の破棄とその責任 (2) 

等
に
よ
り
特
定
可
能
で
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
(
冨
包

-2由
。

E
R
Z
S
ω
・
印
毘
は
費
用
負
担
契
約
の
成
立
を
認
め
る
)
。

(日

)
B
G
H
[
M
7
下
級
審

[
2
]
も
「
信
頼
裏
切
り
型
」
の
前
身
と
評
価
し
う
る
が
、
前
者
は
争
点
が
異
な
る
た
め
、
後
者
は
事
実
関
係
が
不
明

瞭
な
た
め
、
分
析
か
ら
除
い
た
(
下
級
審
[
叩
]
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
叩
)
参
照
)

0

(日

)
R
G
[
3
]
は
免
責
一
事
由
に
も
ふ
れ
る
が
、
「
誤
信
の
惹
起
L

自
体
を
否
定
し
た
裁
判
例
で
あ
る
た
め
、
そ
の
説
示
に
い
か
ほ
ど
意
味
が
あ
っ
た

か
は
疑
問
で
あ
る
。

B
G
H
〔
行
]
も
こ
れ
に
言
及
す
る
が
、
上
告
理
由
に
対
す
る
応
答
に
過
ぎ
ま
い
。

(日

)
B
G
H
[
日
]
[
町
]
は
免
責
事
由
に
ふ
れ
な
い
。
が
、
前
者
の
認
め
る
義
務
は
「
共
同
で
工
事
を
落
札
す
べ
く
努
め
る
義
務
」
だ
か
ら
、
一
言
外

に
免
責
事
由
を
是
認
し
た
も
の
と
言
え
る
つ
協
力
義
務
L

を
云
々
と
す
る
下
級
審

[
2
]
も
同
じ
よ
う
に
理
解
で
き
る
)
。
ま
た
後
者
は
破
棄
差

戻
判
決
ゆ
え
、
特
に
ふ
れ
る
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
凶
)
そ
の
他
、

B
G
H
[
げ
]
は
、
行
為
基
礎
の
脱
落
ほ
ど
の
事
情
は
要
し
な
い
、
と
す
る
。

(
口
)
前
者
は
不
安
の
抗
弁
権
(
ド
イ
ツ
民
法
三
二
一
条
)
に
対
応
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

(凶

)
B
G
H
[
祁
]
は
、
契
約
内
容
に
合
意
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
正
当
な
理
由
と
判
断
し
た
原
判
決
を
支
持
す
る
。
が
、
こ
れ
は
本
稿
で
い
う
免

責
事
由
(
「
信
頼
惹
起
後
に
発
生
す
る
、
締
約
の
拒
絶
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
事
情
」
)
と
は
若
干
異
な
ろ
う
。

(
凹
)
賠
償
の
範
囲
に
ふ
れ
な
い
も
の
も
か
な
り
あ
る
が

(
B
G
H
[
刊
]
(
げ
]
[
引
]
[
剖
]
[
叩
]
〔
拘
〕
[
臼
]
[
判
]
[
拍
]
[
日
]
[
日
〕
[
悶
]
〔
町
]

[刊
]

[

η

]

[

η

]

[

引
]
[
回
]
)
、

l
l
事
実
関
係
が
不
明
な
も
の
を
除
き

i
l
い
ず
れ
も
そ
こ
ま
で
言
及
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
、
実
際
上
「
信

頼
利
益
の
賠
償
」
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
却
)
そ
こ
で
は
∞
の
E
M
U
-
Y
E
S
-
者
匂
冨
呂
田
少

ω
広
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
方
式
無
効
に
関
す
る
裁
判
例
で
、
「
交
渉
破

棄
し
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
(
方
式
無
効
に
つ
い
て
は
、
今
西
康
人
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
方
式
無
効
の
治
癒
(
一
、
二
)
(
完
)
」
(
神
戸
商
科
大

学
商
大
論
集
三
五
巻
二
号
一
八
頁
、
三
号
三
七
頁
、
昭
和
五
八
年
)
参
照
)
。

(
紅
)
寸
履
行
利
益
の
賠
償
」
が
認
め
ら
れ
た
例
と
し
て

B
G
H
[
日
]
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
(
関
口
匂

UR-
白
・
向
。
・
・

ω-s・
〉
ロ
B
-
H
M印一

。
E
ロ
9
5
5・口出回

ω
n
y巾一昨巾
E
4。
ロ
ぐ
町
立

E
m印
〈
巾
岳
白
ロ
門
出
己
口
問
巾
ロ
。
宮
口
巾
可
民
同
一

mm出
。
門
己
ロ
門
戸
』

N
E∞
デ

ω
・叶
H
C
岨
〉
ロ
ヨ
・
由
)
。
し
か
し
、
こ

の
事
件
で
は
、
履
行
利
益
と
信
頼
利
益
は
同
額
で
、
ま
た
請
求
棄
却
の
原
判
決
に
対
す
る
破
棄
差
戻
例
に
過
ぎ
な
い
。
何
よ
り
賠
償
の
範
囲
に
は

ふ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
右
の
理
解
は
憶
測
の
域
を
出
な
い
。
ま
た
下
級
審
[
叩
]
も
履
行
利
益
賠
償
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
が
、
こ
れ
は
信

頼
惹
起
自
体
を
否
定
し
た
も
の
で
、
そ
の
説
示
は
鵜
呑
み
に
で
き
な
い
(
む
し
ろ
、
原
告
の
主
張
に
対
す
る
単
な
る
譲
歩
の
よ
う
に
見
え
る
)

0
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説

(
泣
)
こ
の
判
決
が
誇
求
棄
却
の
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
に
過
ぎ
な
い
点
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

(
お
)
履
行
利
益
H

信
頼
利
益
(
利
息
は
除
く
)
と
い
う
保
証
契
約
の
特
性
に
配
慮
し
、
方
式
規
定
の
趣
旨
を
活
か
す
べ
く
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」

責
任
を
否
定
し
た
B
G
H
[
刊
〕
は
、
[
日
]
と
比
較
し
、
興
味
深
い
。

論

第
二
章

学
説
の
紹
介
と
検
討

責
任
の
可
否
と
い
う
「
基
本
的
問
題
」
を
め
ぐ
り
激
論
が
戦
わ
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
学
説
の
現
状
を
検
討
す
る
。
た
だ
、

に
理
解
す
る
に
は
、
そ
の
展
開
過
程
も
踏
ま
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
最
初
に
そ
の
よ
う
な
作
業
を
行
う
。

そ
れ
を
正
確

註(
1
)
検
索
に
当
た
っ
て
は
、
各
種
コ
ン
メ
ン
タ
!
ル
、
教
科
書
及
び
論
文
を
参
照
し
た
が
、
特
に
同
ハ
ロ
円
】
匂

qw
円)白田

ω
n
y
o一
円
。
ヨ
〈
。
ロ
〈
町
立

E
m
N
2
2目

宮山口

2
5
m巾口出
Z
E
-
-
m
E七
日
出
色
巾
叶
円
己
}
宮
古
円
。
ロ
件
門
田
町
巾
昆
。
・
忌
∞
∞
噌

ω
-
E
印
少

S
1
8
と
当
日
包
巾
g
g
p
ω
0巾円
mo-
問。
5
5
2門白叶
N
C
B

∞
の
∞
咽
∞
己
-
P
ω
n
y
c
}己
目
門
町
門
戸
(
H
M

〉口町})・

5
8
4
ω

呂
吋
民

L
ロ∞
σ・∞

-solsN
が
有
用
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
九
六
五
年
以
降
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
間
内
向
-
∞

E
Z吋
』
ロ
江
田
件
目
的
円
}
話
回
一

zzm吋
担
問
)
}
母
も
利
用
し
た
。

第
一
節

学
説
の
展
開
過
程

展
開
過
程
は
三
つ
の
時
代
に
区
切
ら
れ
る
。
第
一
は
一
九
五

0
年
代
ま
で
、
第
二
は
六

0
年
代
、
第
三
は
七

O
年
以
降
、
で
あ
る
(
「
裁
判

例
の
理
論
上
の
変
遺
L

と
同
じ
時
代
区
分
で
あ
る
)
。
な
お
、
学
界
の
動
向
を
探
る
さ
い
、
性
質
に
応
じ
、
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
著
作
を
区
別

北法42(2・172)580 



す
る
。
第
一
は
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
で
、
す
べ
て
の
問
題
を
網
羅
す
る
と
い
う
そ
の
目
的
に
照
ら
せ
ば
、
問
題
の
発
生
に
最
も
敏
感
に
反
応
す

る
は
ず
だ
し
、
そ
こ
で
の
取
り
上
げ
ら
れ
方
は
学
界
の
動
向
を
推
し
量
る
一
指
標
と
な
る
。
第
二
は
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
や
論
文
で
、
そ
の
登

場
は
当
該
問
題
が
重
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
か
ら
、
数
の
推
移
は
学
界
の
動
向
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
る
。
第
三
は
教
科
書
で
、

基
本
的
で
重
要
な
事
柄
を
説
明
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
学
界
の
一
般
的
動
向
を
認
識
す
る
さ
い
、
最
も
有
力
な
手
掛
か
り
と
な
ろ

う
。
ま
た
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
・
教
科
書
の
版
ご
と
の
変
化
や
同
一
の
著
者
の
手
に
な
る
論
文
の
変
化
に
も
注
目
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

は
じ
め
て
静
的
な
「
時
々
の
動
向
L

だ
け
で
な
く
、
動
的
な
「
動
向
の
変
化
の
過
程
L

を
浮
き
彫
り
に
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

戦
前
か
ら
一
九
五

0
年
代
ま
で

民
法
典
制
定
直
後
に
も
寸
交
渉
破
棄
」
に
ふ
れ
る
教
科
書
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、

契約交渉の破棄とその責任 (2) 

そ
れ
ら
は
そ
れ
が
不
法
行
為
(
ド
イ
ツ
民
法
八
二
六
条
)

と
な
り
う
る
こ
と
を
説
明
す
る
に
過
ぎ
ず
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
し
と
の
関
連
を
説
く
も
の
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
二
三
年
の
出
色

R
W『
ω
g
z
の
論
文
を
封
切
に
、
わ
け
で
も
三

0
年
代
に
入
る
と
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
と
い
う
視
点
か
ら
こ
の

問
題
に
ふ
れ
る
学
説
が
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
三

O
年
の

ω
E
E
-
Z
2
問
。

E
S
g
g円
で
は
、
「
誤
信
惹
起
型
」
が
「
契
約
締
結
上
の
過
失

責
任
」
の
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
開
口
出
自
の
論
文
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
的
に
見
れ
ば
、
裁
判
例
が
少
な
か
っ
た
た
め
か
、
こ

の
問
題
に
ふ
れ
る
著
作
は
あ
ま
り
な
く
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
右
の
著
作
が
主
に
「
誤
信
惹
起
型
L

の
み
想
定
す
る
点
、
ま
た
「
交
渉
破
棄
L

を
寸
契
約
締
結
上
の
過
失
L

の
一
類
型
と
し
て
位
置
づ
け
た
と
い
う
よ
り
、
「
契
約
の
成
立
L

が
「
契

約
締
結
上
の
過
失
責
任
し
の
前
提
で
な
い
こ
と
の
例
証
と
し
て
挙
げ
て
い
た
艇
は
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

他
方
、
戦
後
、
特
に
五

0
年
代
に
な
る
と
、
注
目
す
べ
き
裁
判
例
が
登
場
す
る
せ
い
か
、
学
説
も
こ
の
問
題
を
意
識
し
は
じ
め
、
五
三
年

に
は

Z
町
付
の
画
期
的
な
論
文
が
登
場
す
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
」
が
現
在
と
同
じ
く
四
類
型
に
明
確
に
区
分

さ
れ
、
そ
の
な
か
で
|
叙
述
は
簡
略
で
あ
る
も
の
の
|
「
交
渉
破
棄
L

は
一
つ
の
空
レ
瓦
世
と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
い

μ
。
ま
た

北法42(2・173)581



説

コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
も
一
様
に
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
学
説
も
漸
次
こ
れ
を
視
野
に
入
れ
は
じ
め
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
は
あ
い

か
わ
ら
ず
「
誤
信
惹
起
型
」
の
み
想
定
さ
れ
、
ま
た
学
界
全
体
が
こ
の
問
題
に
注
目
し
た
わ
け
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
試
み
に
、
戦
後
に

版
を
重
ね
た
代
表
的
な
教
科
書
を
播
く
な
ら
、
六

O
年
の
時
点
で
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
問
題
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

一
九
六

0
年
代

北法42(2・174)582

E命

六
0
年
代
に
入
る
と
、
裁
判
例
が
大
挙
し
て
登
場
し
た
た
め
か
、
こ
の
問
題
は
学
界
全
般
に
普
及
し
は
じ
め
る
。

い
て
は
、
|
l
叙
述
の
内
容
こ
そ
、
五

0
年
代
の
そ
れ
と
変
わ
り
な
い
も
の
の
l
|
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
L

全
体
の
な
か
で
こ
の
問
題

の
占
め
る
分
量
は
相
対
的
に
増
加
す
る
。
論
文
に
日
を
移
す
と
、
こ
こ
で
も

Z
山
岳
の
も
の
(
六
五
年
)
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
|
|

あ
い
か
わ
ら
ず
「
誤
信
惹
起
型
」
の
み
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の

1
1
裁
判
例
に
触
発
さ
れ
、

J
交
渉
破
棄
」
に
関
す
る
説
明
が
第
一
論
文
よ

り
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
何
と
言
っ
て
も
、
教
科
書
の
変
化
が
六

0
年
代
の
動
向
を
雄
弁
に
語
る
。
何
回
印

q
や
円
、
白
日
目
の
教
科

書
は
、
五

0
年
代
ま
で
と
異
な
り
、
「
交
渉
破
棄
」
に
も
ふ
れ
て
お
明
、
自
己
目
。
ゃ

E
Z
E
R
y
q
の
教
科
書
で
も
そ
れ
は
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
唱
え
ら
れ
て
い
る
見
解
自
体
、
興
味
深
い
も
の
で
、
た
と
え
ば
円

ω
B
R
は
既
に
ド
イ
ツ
民
法
二
一
一
一
条
類
推
適
用
説
を

説
き
、
同
-
5
2
g
n
F
q
は
「
交
渉
を
継
続
す
る
義
務

(
H
交
渉
を
破
棄
し
な
い
義
務
)
」
を
認
め
る
。
さ
ら
に

E
Z
B巾
は
|
|
「
誤
信
惹
起

コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
に
お

型
」
以
外
の
類
型
が
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
l
l
あ
え
て
寸
誤
信
惹
起
型
L

に
つ
い
て
だ
け
責
任
を
認
め
て
い
る
。

右
の
諸
傾
向
を
見
る
と
き
、
六

0
年
代
は
五

0
年
代
と
現
在
と
を
つ
な
ぐ
過
渡
期
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
確
か
に
寸
交
渉
破
棄
L

は
学

界
全
体
に
浸
透
し
は
じ
め
る
が
、
寸
誤
信
惹
起
型
L

の
み
想
定
す
る
古
い
体
質
も
残
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
数
は
少
な
い
も
の
の
、
寸
信
頼
裏

切
り
型
」
を
念
頭
に
置
く
見
解
も
登
場
し
、
新
時
代
の
到
来
を
感
じ
さ
せ
る
面
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七

O
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で

七

O
年
以
後
、
寸
交
渉
破
棄
」
は
大
い
に
議
論
さ
れ
は
じ
め
る
。
七
一
年
に
は

h
B
E
E
R
の
論
文
が
出
さ
れ
、
同
年
の
大
著

h
g
R
F



己
目
。
〈
mw
円円
E
C
g
m宮山内

HEm
一
日
門
町
三
R
y
g
H
Uユ
〈
釦
門
司
ゅ
の
宮
で
も
こ
の
問
題
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
ま
た
前
年
の
句
色
白
ロ
門
同
仲
間
。
B
B
O
E
R

で
は
、
寸
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
L

が
意
識
的
か
つ
明
確
に
類
型
化
さ
れ
、
「
交
渉
破
棄
」
は
そ
の
う
ち
の
一
類
型
と
さ
れ
て
い

μ
。
七

0

年
代
半
ば
か
ら
は
、
論
文
が
矢
継
ぎ
早
に
登
場
す
る
。

Z
庄
内
が
七
五
年
に
第
三
論
文
を
発
表

ω、
同
年

E
Z
R
も
教
科
書
と
同
旨
の
論

文
を
公
表
す
る
。
国
自
由

ωz--
も
七
八
年
に
新
視
角
を
提
示
す
る
論
文
を
二
本
世
に
問
う
。
か
か
る
動
向
を
受
け
て
か
、
そ
れ
以
降
の
コ

ン
メ
ン
タ

l
ル
に
は
、
六

0
年
代
の
そ
れ
と
比
べ
、
顕
著
な
相
違
が
見
い
出
さ
れ
る
。
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
L

に
つ
い
て
い
え
ば
、
六

0
年
代
ま
で
の
そ
れ
が
雑
然
と
裁
判
例
を
並
べ
て
い
た
の
に
対
し
、
七

0
年
代
後
半
以
後
の
コ
ン
メ
ン
タ

l
ル
に
は
、
よ
り
整
然
と
し
た
類

型
化
を
行
お
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
。
ま
た

J
父
渉
破
棄
」
は
そ
の
な
か
で
確
固
と
し
た
地
位
を
獲
得
す
る
。
た
と
え
ば
七
九
年
の

留
さ
佳
ロ
唱
円
同
O
B
E
S
E吋
は
、
六
七
年
の
そ
れ
と
比
べ
て
、
「
交
渉
破
棄
」
に
大
き
な
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
い
る
。
七
九
年
(
初
版
)
の

契約交渉の破棄とその責任(2 ) 

冨
ロ
ロ
の
『
巾
ロ
巾
吋
問
。
E
S
S
E『
で
も
、
六

0
年
代
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
と
比
較
す
れ
ば
、
し
っ
か
り
し
た
類
型
化
が
な
さ
れ
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
も
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
八
一
年
の
開
コ
ロ
ωロ
司
自
己
}
S
E
E
S
Z吋
で
も
、
六
七
年
の
そ
れ
と
比
べ
れ
ば
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責

任
」
が
意
識
的
に
細
か
く
類
型
化
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
「
交
渉
破
棄
L

は
一
つ
の
怯
岳
レ

b
般
世
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
が

μ
。

と
こ
ろ
で
、
七

0
年
代
の
学
説
が
、
ヨ
ロ
ヨ
∞
を
除
き
、
寸
信
頼
裏
切
り
型
」
に
つ
い
て
も
責
任
を
肯
定
し
た
の
に
対
し
、
八

0
年
代
に
は
、

そ
れ
に
批
判
的
な
見
解
も
登
場
す
る
。
冨
包
庁

5
が
債
務
法
改
正
の
鑑
定
意
見
(
八
一
年
)
で
そ
の
論
陣
を
張
明
、
翌
年
宮
司
も
同
じ
見

解
を
表
明
す

μ
。
ま
た
八
五
年
の
冨
ロ
ロ
n
u
g
q
関。
B
E
g片
山
門
は
寸
誤
信
惹
起
型
」
に
限
っ
て
責
任
を
認
射
、
こ
の
種
の
見
解
は
他
に
も

見
ら
れ
が
。
が
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
つ
き
責
任
を
肯
定
す
る
説
は
、
八

0
年
代
に
入
っ
て
も
後
を
断
た
料
、
学
説
は
四
分
五
裂
す
る
。
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学
説
の
展
開
過
程
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、

か
よ
う
な
過
程
を
辿
っ
た
原
因
を
探
っ
て
み
よ
う
。

五
0
年
代
ま
で
「
交
渉
破
棄
L

が
注
目
さ
れ
な
い
の
は
、
裁
判
例
の
少
な
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
若
干
の
学
説
は
「
誤



説

信
惹
起
型
し
に
つ
き
責
任
を
肯
定
し
、
反
対
説
も
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
類
型
で
問
題
と
さ
れ
る
義
務
が
説
明
義
務
で
、
こ
の
点
で
は
契
約

と
推
測
さ
れ
る
。

有
効
型
や
契
約
無
効
型
と
い
っ
た
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
」

の
先
発
類
型
と
同
一
で
あ
っ
た
た
め
、

論

六
0
年
代
に
こ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
は
じ
め
る
の
は
、
裁
判
例
の
急
増
に
促
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

そ
の
大
部
分
が
「
誤
信
惹

起
型
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
、
一
部
学
説
は
既
に
「
信
頼
裏
切
り
型
」
も
想
定
し
て
い
る
。
が
、
そ
の
原
因
、
特
に
当
時
若
干
存

在
し
た
「
誤
信
の
惹
起
L

を
要
件
と
し
な
い
類
型
(
裁
判
例
)
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
。

七
O
年
以
降
、
こ
の
問
題
は
学
界
の
好
事
と
な
り
、
八

0
年
代
に
入
り
学
説
は
分
裂
す
る
。
原
因
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、

l
l
説

明
義
務
違
反
と
い
う
枠
組
み
で
は
捉
え
切
れ
な
い
|

l
「
信
頼
裏
切
り
型
L

に
属
す
る
裁
判
例
が
大
挙
登
場
し
た
こ
と
で
、
た
め
に
議
論
は
沸

騰
し
、
学
説
も
新
類
型
を
め
ぐ
っ
て
分
裂
し
た
と
推
測
さ
れ
る
(
次
節
も
参
照
)
。
第
二
の
原
因
は
、

J

父
渉
破
棄
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
」
全
体
に
対
す
る
類
型
化
志
向
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
動
き
の
背
景
に
は
「
他
法
益
侵
害
型
は
『
契
約
締
結
上

の
過
失
』
で
な
く
、
本
来
不
法
行
為
法
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
の
か
」
と
の
認
識
が
普
及
し
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
わ
け

だ
が
、
そ
れ
が
益
々

J
交
渉
破
棄
L

を
浮
上
さ
せ
た
よ
う
に
推
量
さ
れ
る
。
締
約
に
至
っ
て
い
な
い
点
で
は
共
通
す
る
二
類
型
の
う
ち
、

方
が
異
質
で
、
か
つ
そ
れ
が
意
識
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
他
方
も
ま
た
注
目
を
集
め
、
そ
れ
が
地
の
類
型
と
同
質
で
あ
れ
ば
、
「
契
約
締
結

上
の
過
失
責
任
」

の
一
類
型
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
築
く
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

註(
1
)
戦
前
の
学
説
に
つ
き
詳
し
く
は
、
同
ハ
ロ
匂
円
}qw
同
-
町
田

0
・wω
・

E
i
S
参
照
。
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口
市
門
口

σ己
H・m
-
U白印

σロ
H1m円四円
]
F
n
F
o
m巾
n
Z
門同町田

U
m
C
H印
(
リ
}
凶
巾
口
問
包

n
F印
ロ
ロ
門
日
句
叶
巾
Z
R
巾
ロ
印

w
回【

H
H
W
(
ω
・
〉
ロ
コ
・

)
w
H申
(
)
白
・

ω・
品
ム
リ
(
)
一
、

H，FE--
ロ

2
・

〉

--mmHUm-ロ
巾
吋
包
}
仏
巾
凹
ロ
巾
口
同

mny巾
ロ
∞
ロ

Hlmuuユ
W
V巾
ロ
閉
山
巾
円

y
g
u
国
内
同
・
口

¥

y

(

「
〉
口
出

-
Y
E
E唱
(
ロ
ロ
4
0円
山
口
仏
角
川
ユ

R

Z山
内
町
内
凶
叶
ロ

n
w
-
E
E
)
w

ω
九日由()・

北法42(2・176)584



沼
町
(
に
マ
3
3
4崎
将

(的)矧宮Q照明霊長足~'キ4三1掛a-j受話『樹<~畑出 Qll言駅~ (~~111 く社ト) 11 gr同岡~ドー総匹。

(申)Heinrich Stoll， Haftung fur das Verhalten wahrend der Vertragsverhandlungen， LZ 1923， Sp. 532， insb. 535-536， 

547. (終案恵[ー]応j休眠いの。)トJQ~' I@:世寂Q榊是とよJ~ い， Cosack / Mitteis， Lehrbuch des Burger!ichen Rechts， 

Bd. 1， (8. AufJ.)， 1927， S. 355-356 当'ト準君尉<~~ム-，\ !(l~全部Wl時量出4眠時。

(∞) Werner， Staudinger Kommentar zum BGB， Bd. II， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1， (9. AufJ.)， 1930， S. 284 

(穏穿~~4ぬ堕.~-w長 ν ユ約二。)

(坦)Erman， Beitrage zur Haftung fur das Verhalten bei Vertragsverhandlungen， AcP Bd. 139 (1934)， S. 272， insb 

S. 277， 292 ff. (リトJf..i..，;>議事宇~~主将トb心，;;;ドニ~二。)

(t-) Stoll 民むさ主 r !J!!g聴I~~ .C'\剥 J i尚早J聴玉奇心会Q吋小平.JiQ時 (HeinrichStoll， a. a. 0.， Sp. 547)。お，¥q'Kupper， a. a. 0.， 

S. 55-59~' Erman..，;> Stoll AJI@:TIrrPJ睦4眠時為， Erman Q~I悔いの1酪~~漏~j締結~~割出~，関1I~~小トQ ..，;> Q~ :t;;f..i(Erman， 

a. a. 0.， S. 335)' -Rゐ!(l\!ItI~誌はさ~~京EZミìQ!{l。

(∞) Staudinger-Werner， a. a. 0.， S. 284. (r怜〈捻毎桝」心深側帯電若ド同[]#岡県凶~-\眠時トJ 戸lJ~'V' ~支持ド子。 0)

(∞) Nirk， Rechtsvergleichendes zur Haftung fur culpa in contrahendo， Zeitschrift fur auslandisches und inter-

nationales Privatrecht， 18 ]g. (1953)， S. 310， insb. S. 345 ff. (~}ι， Nirk， Rechtsv巴rgleichendesAJnf;IlEO) 

(宮)Nirk， Rechtsvergleichendes， S. 345 ff どね~' 経~Q-f子Q笠岡く契凝校制下.J (gri(}rrI(告11l::岡印屯公的)'r1除〈捻濯機」

!1蓮~，;;; ν 二時Q包囲限~~型'mJ~ユ(総軍~[田] W4特~Mi~時)。

(口)Hahne， Soergel Kommentar zum BGB， Bd. 1， AlIgemeiner Teil und Recht der Schuldverhaltnisse， (8. AufJ.)， 

1952， S. 767 ff. (終穿草[....]ぬ)4総監いの。 Schmidt，Soergel-Siebert Kommentar zum BGB， Bd. 1， Allgemeiner 

Teil und Recht der Schuldverhaltnisse， (9. AufJ.)， 1959， S. 987-988 (穏穿忘[同][.... ] [ご]期総監いの。); Friesecke， 

Palandt BGB， (15. AufJ.)， 1956， S. 235 (終穿草[三]期総陛私的。); Groepper， Erman Handkomm巴ntarzum BGB， 

(1. AufJ.)， 1952， S. 363. (終喜平~[田]ぬ)4持~Mi私的。)

(口)Palandt-Friesecke， a. a. 0.， S. 235 iミtt' Q1ìt:~f..i時時。 (Friesecke， Palandt BGB， (11. AufJ.)， 1953， S. 275 ~ ~J Ql:@: 

蝦~~~二いユ指令í" ~)O r怜〈捻僅桝Jw~!宅!:.)~I@:世蜜 Q榊えとはさ~' Rothe， Welche Pf!ichten ergeben sich fur Arbeitgeber 
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und Arbeitnehmer aus Verhandlungen uber den Abschlus eines Arbeitsvertrages ?， BB 1955， S. 162 iミ必時。
(己)同O社乞今尚早)0~ゆ京芸品j軍機窓会わ出楼~余法王寺民的科三・ jiit~思柳写ミトJ0~鰻~~心、と~^1~~ポユ 0 ::1:主'時)0~磁ま医心細川崎。

(;ヨ)Esser， Schuldrecht， Allgemeiner und Besonderer Tei!， (2. AufI.) ， 1960， S. 31-33; Larenz， Lehrbuch des Schuld. 

rechts， Bd. 1， Allgemeiner Teil， (4. AufI.) ， 1960， S. 67. (~ド， Larenz， Schuldrecht ..IJ;U:;Il:EO) Nirk 0緯択は機Jい:2

~ Larenz (Larenz， Culpa in contrahendo， Verkehrssicherungspflicht und “sozialer KontaktぺMDR1954， S. 515， 
insb. S. 517. ~ド， Larenz， Culpa in contrahendo ..IJ;U:;Il:E) ~'部~仰やトJ0~m回~^1~~ユ o :!j'矧世 0~小~0詣但oj(d

梨震初キj令。。

(出)Danckelman， Palandt BGB， (25. AufI.) ， 1966， S. 228 (総軍軍[ロ][お][宮]会j総監いの。); Schmidt， Soergel-

Siebert Kommentar zum BGB， Bd. II， Schuldrecht 1， (10. AufI.) ， 1967， S. 254-257 (稿写軍[何][ロ][記] [~] 

[;:;] oj(d総監4眠時。); Groepper， Erman Handkommentar zum BGB， Bd. 1， (3. AufI.) ， 1962， S. 531 ; Erman， Erman 

Handkommentar zum BGB， Bd. 1， (4. AufI.) ， 1967， S. 561 (終客車[凶][三][お]oj(d倫理H眠時。); Werner， Staudinger 
Kommentar zum BGB， Bd. II， Recht der Schuldverhaltnisse， Teil 1 c， (10 / 11. AufI.) ， 1967， S. 367. (終穿~[伺]

[ロ] [~J 期総怪奇眠時。)

(宮)Nirk， Culpa in contrahendo - eine richterliche Rechtsfortbildung一一inder Rechtsprechung des Bundesgerichts. 

hofes， in : Festschrift fur Mδhring zum 65. Geburtstag， 1965， S. 385. (~ド-' Nirk， FS. Mohring zum 65. Gt.ムJT1f'座。)

(口)Nirk， FS. Mohring zum 65. Gt.， S. 390-392， 401-403. r似総樺縦Joj(d~霊山~!@:宮盛 01神社~:!:主， Sturn， Schadenshaftung 

aus Zusagen bei Einstellungsverhandlungen， ZfV 1963， S. 830 Ballerstedt， Anmerkung zum Urtei! des BAG vom 

7.6.1963-1 AZR 276162， JZ 1964， S. 325; Weimar， Kann der Abbruch von Verkaufs-und Mietverhandlungen eine 

Schadensersatzpflicht begrunden ?， ZMR 1966， S. 161 Herold， Unverbindliche Vorverhandlungen oder rechts. 

verbindlicher Vorvertrag ?， Allgemeine Immobilien-Zeitung 1969， S. 13. 

(~) Ess巴r，Schuldrecht， Bd. 1， Allgemeiner Teil， (3. AufI.) ， 1968， S. 375 (~遂事窓[~]州総陛いの。); Larenz， Schuldrecht， 

(8. AufI.) ， 1967， S. 40-41. (総穿悪[記][ロ]ぬ)4ぬ堅守眠時。)

(~) Flume， Allgemeiner Teil des Burgerlichen Rechts， Bd. II， Das Rechtsgeschaft， (1. AufI.) ， 1965， S. 617 (終霧車
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[円][回][..... ]ぬJ4総底4司令。0); Fikentscher， Das Schuldrecht， (1. AufJ.) ， 1965， S. 64. (穏穿~:tH持1堕f....) ドユぉユ。 2ミ'

4く盛 t.l~ぎのムJ' 終穿窓 [~J [~J ~判ト2去の。 Fikentscher， Schuldrecht， (6. AufJ.) ， 1976， S. 65-66.) 

(自)Craushaar， Haftung aus culpa in contrahendo wegen Ablehnung des Vertragsabschlusses-BGH LM ~ 276 (Fa) 

BGB， Nr. 28， JuS 1971， S. 127. (~ドー， Craushaar， Haftung -'J;U:;[EEO) Craushaar， Der Einflus des Vertrauens auf die 

Privatrechtsbildung， 1969 ~ i阪総樺鰍」以外£νニヰポユ。
(お)Canaris， Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht， 1971， S. 266-273， 352-374， 396-410， 542-547. (~ドーF

Canaris， Vertrauenshaftung -'J;U:;匝。)

(~) Heinrichs， Palandt BG B， (29. AufJ.) ， 1970， S. 245笠' 事忠商会ヨ U tt-'~~)J~ま蛍~1l毛収J .t6-RÎ' +.:!11 同盛 (.1( iくと:1-)-'J也監
4三|わ+.:!~~型~艇二〉初中心 (Palandt BGB， (26-28. AufJ.) ， 1967-1969 ~*凪)。

(m トJQ世~Q榊とムJ....) ν~' Kuhne， Der Vertrauensgedanke im Schuldvertragsrecht-Vergleichende Betrachtungen 

zum deutschen und anglo-amerikanischen Recht， Rabels Z 1972， S. 261， insb. S. 276.，;J i以幾援鰍JU~ .!iヰドユ時。

(~) Nirk， Culpa in contrahendo-Eine gegluckte richterliche Rechtsfortbildung-Quo vadis ?， in Festschrift fur 

Mohring zum 75. Geburtstag， 1975， S. 71. (~\ι， Nirk， FS. Mohring zum 75. Gt.ムJ;U:;匝。)

(Kl) Larenz， Bemerkung巴nzur Haftung fur “culpa in contrahendo"， in : Festschrift fur Ballerstedt， 1975， S. 397， insb. 

S.. 415 ff. (~ト， Larenz， BemerkungenよJ;U:;座。)

(自)Hans Stoll， Tatbestande und Funktionen der Haftung fur culpa in contrahendo， in : Festschrift fur v. Caemmerer， 

1978， S. 435. (~\ι， Stoll， Tatbestande -'J nr>E!fO) ders.， Vertrauensschutz bei einseitigen Leistungsversprechen， in: 

Festschrift fur Flume， Bd. 1， 1978， S. 741. (~ト， Stoll， VertrauensschutzよJ;U:;区。)

(日) 伊OlJす乞選出許Q榊~~~' Gola / Hummerich， Vertrauenshaftung des Arbeitgebers bei unterbliebener Einstellung 

von Bewerbern， BB 1976， S. 795 ; Hohloch，“Vertrauenshaftung" -Beginn einer Konkretisierung ?， N JW 1979， S. 

2369.，;j) i桝幾握幅増J U~~ド二時。

(毘)総~制E 早J~liltUiくOlJす乞は題国Q~~盤石 wr吋心~ν ニ+.:!:\!Jユゐ'与コO社~量生眠時て哨LJ闘会~~~ヲ-v'終草~;ミ健保初 4二+.:!íW

制下.J1Q令。o V gl. Larenz， Schuldrecht， Bd. 1， (14. AufJ.)， 1987， S. 107司 108; Fikentscher， Schuldrecht， (7. AufJ.) ， 1985， 
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S. 67 ; Esser / Schmidt， Schuldrecht， Bd. 1， Allgemeiner Teil， (6. AufI.) ， 1984， S. 436-437. Flume， a. a. O. .，;j)' 11 
遥(平岡崎) ~~~委(1(同母)ムJl@: 1レ;C.a' 111 経(-\J長崎)レ.，;j)~Q+t1麟~刷会ヨさおユ。

(自)Palandt BGB ~~' -\JO-l!l- Q~塑早J 会-'<I^\\;型車4EZミm;~ν ユ時(*1><4持~IiHD 。

(宕)Lδwisch， Staudinger Kommentar zum BGB， Zweites Buch， Recht der Schuldverhaltnisse， (12. AufI.) ， 1979， Rdnr. 

38 ff. Vorbem zu ~~ 275-283 BGB. ~W' Staudinger-Werner， a. a. O. (10/11. AufI.) ， S. 367~' l:@:鰻 Qi止阿弥J~翼〈宍

4眠時限公平/ ，長K~鍵填叫 Q~聖司〈畑出J Q~ -R~ 'j~捻~l縦J -¥J二̂¥¥題1:0]...)+.!鄭副 4み1臨玉~-'<1 ¥̂¥ -¥J "'"時蛾語訳~f時“おユ。

(お)Emmerich， Munchener Kommentar zum BGB， Bd. Il， Schuldrecht， Allgemeiner Tei!， (1. AufI.) ， 1979， S. 463 ff. 

(日)Battes， Erman Handkommentar zum BGB， Bd. 1， (7. AufI.) ， 1981， S. 660， insb. S. 663. 

(沼)Wiedemann， Soergel Kommentar zum BGB， Bd. 2 / 1， Schuldrecht 1 / 1， (11. AufI.) ， 1986， S. 514 ff..，;j)' 1 0蛍
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契約交渉の破棄とその責任(2) 

(却

)
F
Z
2巾司
w
巴
巾
門
戸
2RH.
。
『
同
ロ
芯
ロ
ゲ

(H
〉ロ『
])wHU∞
NW
∞
・
呂
町
内
二
一
口
印
ぴ
・

ω・
出
品
同
町
・
一
。
。
同
門
委
白
]P
口
一
巾
出
国
内
宮
口
m
E「門戸】]円)白山口

g
E
E
Z
E
0・
Eω
呂∞
Nム
・
∞
3
・吉田
σ・
ω・∞
3
l
g
c
一
r
q
m
m
-ー
巧
ぽ
母
B
S
F
白・出・

0
・
(HN・
〉
己
巴
・
)
ふ
・
日
当
戸
山
口
凹
σ・
ω・
2
M
l
E∞-

関口匂℃巾
HJ
白・同・

0
・w
ω
-
H吋
ω
N
2・

(
却
)
こ
の
点
は
、
北
川
・
前
掲
室
竺
三
二
頁
以
下
参
照
。

(
刊
)
八

O
年
以
降
の
、
特
に
「
信
頼
裏
切
り
型
L

を
め
ぐ
る
論
争
を
契
機
に
、
そ
れ
と
寸
誤
信
惹
起
型
」
と
の
相
違
が
明
確
に
意
識
さ
れ
、
現
在
は

両
者
を
区
別
す
る
見
解
が
主
流
で
あ
る
(
次
節
参
照
)
。
か
か
る
傾
向
は
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
の
変
化
か
ら
も
読
み
取
れ
る
(
た
と
え
ば
出
巳
耳
目
nz-

司
色
白
ロ
侍
切
の
戸
(
怠
・
〉
口
問
]
・
)
・

5
∞戸一山・
ω
N
N

で
は
、
「
誤
信
惹
起
型
し
と
「
信
頼
裏
切
り
型
L

は
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
出
色
ロ
ユ
円
宮
-

吋
白
-
田
口
円
四
円
切
の
切
唱
(
品
∞
〉
ロ
戸

)
w
E∞山
y
m
凶・

ωN∞
で
は
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
)
。

(HU)
寸冨
E
W
5
も
司
自
由

ω
Z
Z
も
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
要
件
と
効
果
と
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
方
向
で
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
」
と
の
理

解
(
円
谷
峻
「
『
契
約
交
渉
上
の
過
失
』
に
関
す
る
メ
デ
ィ
ク
ス
の
鑑
定
意
見
L

(

法
学
士
山
林
八
五
巻
二
号
八
七
頁
、
昭
和
六
二
年
)
)
は
、
類
型
化

志
向
を
言
い
当
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
位
)
そ
の
象
徴
は
戸
田
円

gN
に
見
い
出
し
う
る
。
五
四
年
に
は
「
他
法
益
侵
害
型
も
『
契
約
締
結
上
の
過
失
』
に
よ
っ
て
解
決
す
る
べ
き
で
あ
る
」

と
主
張
し
た
彼
も
(
戸
田
司
g
p
口
氏
古
田
宮
内
。
ロ
可
白
町
巾
ロ
己
(
y
ω

・
印
同
町
内
向
)
、
七
五
年
に
は
「
本
来
不
法
行
為
法
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

と
態
度
を
変
え
る

(
F
R
g
p
切
巾
自
R
W
5
m
g
w
ω
・
8
0
R
)
。
こ
の
背
景
に
は
〈
q
w巾耳目的
W
E
Eロ
m告
白
n
Z
の
発
展
(
徳
本
伸
一
寸
HW52

40ロ
ゎ
2
5
E
R
R
-
者
自
己
5
m
g
円同巾田口巾}一

w
Z
5
n
z
p
(
ケ
メ
ラ

l
「
不
法
行
為
法
の
変
遷
」
)
・
出

5
骨
ユ

E
F
E
ロ
2
g
n
y
g
河
巾
門
広
田

z
z
p
(呂町
C
)

唱
戸

ω
怠
ほ
・
L

(

法
学
=
二
巻
四
号
四
四
五
頁
、
昭
和
四
三
年
)
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
・
パ

1
ル
(
浦
川
道
太
郎
訳
)

「
ド
イ
ツ
不
法
行
為
法
の
発
展
と
債
権
法
の
改
定
」
(
比
較
法
学
二

O
巻
一
号
八
五
頁
、
昭
和
六
一
年
)
参
照
)
と
、
比
較
法
研
究
の
成
果
(
ド
イ

ツ
法
が
孤
立
し
て
い
る
と
の
認
識
)
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
民
法
典
制
定
後
、
第
一
次
大
戦
ま
で
の
ド
イ
ツ
法
学
は
比
較
法
不
在
だ
っ
た
と
さ
れ

る
が
(
五
十
嵐
清
寸
ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
L

(

司
比
較
法
学
の
歴
史
と
理
論
』
(
昭
和
五
二
年
)
一
頁
以
下
所
収
)
四
二

i
四
八
頁
)
、

こ
の
時
期
に
新
展
開
を
迎
え
た
「
契
約
締
結
上
の
過
失
L

理
論
は
、
比
較
法
の
洗
礼
を
浴
び
る
こ
と
で
、
解
体
し
は
じ
め
た
わ
け
で
あ
る
。
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説

学
説
の
現
状

第
二
節

論

ド
イ
ツ
の
学
説
の
現
状
は
日
本
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
寸
誤
信
惹
起
型
」
と
寸
信
頼
裏
切
り
型
」
と
の
相
違
に
配
慮
し
な
い
点
で
、
そ

れ
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
ド
イ
ツ
で
は
、
「
信
頼
裏
切
り
型
L

で
も
責
任
を
肯
定
す
る
責
任
肯
定
説
、
寸
誤
信
惹
起
型
」

に
つ
い
て
の
み
そ
れ
を
認
め
る
限
定
的
責
任
肯
定
説
、
い
ず
れ
の
類
型
で
も
そ
れ
を
否
定
す
る
責
任
否
定
説
の
三
つ
が
対
立
措
抗
し
て
い
る
。

責
任
肯
定
説

「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
つ
い
て
も
責
任
を
認
め
る
こ
の
説
は
、
責
任
の
基
礎
づ
け
を
め
ぐ
り
二
つ
に
分
か
れ
る
。
あ
る
も
の
は
「
契
約
締
結

上
の
過
失
責
任
」
と
構
成
し
、
あ
る
も
の
は
「
純
枠
な
信
頼
責
任
L

と
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
 
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
」
説

こ
の
説
は
さ
ら
に
、
「
誤
信
惹
起
型
」
と
「
信
頼
裏
切
り
型
L

を
区
別
す
る
二
元
説
と
両
類
型
の
融
合
を
図
る
一
元
説
と
に
分
か
れ
る
。

....... 、

、...;

一
元
説

が
代
表
的
論
者
で
あ
る
。
彼
は
「
一
方
的
給
付
約
束

(
O
E
2
E
m
g
F
a
a
E寝
耳
『
印
有

R
Zロ
)
」
に
よ
る
統
一
的
な
解

決
を
志
し
、
「
『
一
方
的
給
付
約
束
』
が
存
在
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
一
方
の
当
事
者
が
締
約
を
約
束
し
、
相
手
方
が
そ
れ
を
信
頼
し
て
も

よ
か
っ
た
場
合
、
相
手
方
は
締
約
は
請
求
で
き
な
い
が
、
約
束
者
は
当
該
約
束
に
よ
り
一
定
程
度
拘
束
さ
れ
(
H
『
信
頼
に
よ
る
拘
束
』
)
、
正

当
な
理
由
な
く
締
約
を
拒
絶
し
た
な
ら
、
信
頼
利
益
を
賠
償
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
説
く
。
他
方
、
説
明
義
務
違
反
と
い
う
構
成
に
対
し
て

は
、
そ
れ
が
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
(
「
信
頼
裏
切
り
型
」
)
も
あ
る
と
の
理
由
か
ら
批
判
的
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
「
一
方
的
給
付
約
束
L

と

い
う
用
語
こ
そ
用
い
な
い
も
の
の
、
「
正
当
な
信
頼
は
保
護
に
値
す
る
」
と
説
く
円
。
主
的
与
も
、
実
質
的
に
は

ωz--に
従
う
も
の
で
あ
り
、

司
自
由

ω件
。
]
]
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「
信
義
則
に
基
づ
き
『
信
頼
に
よ
る
拘
束
』
が
発
生
す
る
L

と
す
る
の
0
3
4弔
問
凶

E
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

他
方
、

h
E
5
E号
は
「
『
締
約
は
確
実
』
と
の
信
頼
に
確
固
た
る
根
拠
が
あ
る
場
合
、
そ
の
信
頼
は
保
護
に
値
す
る
」
と
の
前
提
に
立
っ

た
う
え
、
「
ド
イ
ツ
民
法
二
四
九
条
に
よ
る
な
ら
、
説
明
義
務
違
反
の
場
合
に
は
『
信
頼
利
益
の
賠
償
』
が
、
締
約
の
拒
絶
が
帰
責
の
根
拠
と

さ
れ
る
場
合
に
は
履
行
請
求
が
、
各
々
認
め
ら
れ
る
は
ず
だ
が
、
二
つ
の
場
合
を
区
別
す
べ
き
理
由
は
な
く
、
両
方
の
義
務
に
違
反
し
た
場

合
の
処
理
も
困
難
に
な
る
」
と
の
理
由
か
ら
、
結
果
的
に
は
右
の
区
別
を
否
定
す
る
。
し
か
る
後
、
責
任
の
効
果
は
寸
信
頼
と
い
う
視
角

(
ぐ
ゆ
円
円

E
C
O
ロ
∞
宮
司
田
宮
町
昨
日
J
1
0
)

」
か
ら
、
つ
ま
り
、
「
当
事
者
が
何
を
信
頼
し
た
か
」
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
、
「
交
渉
破
棄
」
に
あ
っ
て

は
、
締
約
が
信
頼
さ
れ
て
い
る
以
上
、
履
行
請
求
ま
で
認
め
ら
れ
る
は
ず
だ
が
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
錯
誤
や
譜
諜
の
意
思
表
示
と
心

裡
留
保
と
の
扱
い
の
相
違
に
配
慮
し
、
意
図
的
に
相
手
方
の
信
頼
を
惹
起
し
た
場
合
に
は
、
締
約
義
務
ま
で
、
他
方
、
そ
の
つ
も
り
は
な
か
っ

た
の
に
、
過
失
に
よ
り
そ
れ
を
惹
起
し
た
場
合
に
は
、
「
信
頼
利
益
の
賠
償
責
任
」
が
認
め
ら
れ
る
、
と
す
る
。

(

H

H

)

 

二
元
説

契約交渉の破棄とその責任 (2) 

「
誤
信
惹
起
型
L

と
寸
信
頼
裏
切
り
型
」
を
区
別
し
、
別
個
の
問
題
と
し
て
扱
う
の
が
二
元
説
の
特
徴
で
あ
る
。
た
と
え
ば
判
例
理
論
を

踏
襲
す
る

Z
E内
は
、
「
誤
信
惹
起
型
」
は
説
明
義
務
違
反
と
構
成
し
て
「
信
頼
利
益
の
賠
償
責
任
」
を
認
め
、
他
方
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に

つ
い
て
は

J
単
な
る
『
交
渉
』
と
い
う
枠
を
越
え
、
相
手
方
に
『
締
約
は
確
実
』
と
の
特
別
な
信
頼

(
σ
2
8含
話
回
〈
ぬ
ユ

E
5ロ
)
を
惹
起

し
た
場
合
、
決
定
の
自
由
(
契
約
の
自
由
)
は
|
|
信
義
則
に
基
づ
き
法
定
債
務
関
係
か
ら
発
生
す
る
|
|
保
護
義
務

(ωnFEN---与
件
)

に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
L

と
説
く
(
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
が
、
後
者
に
お
け
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
も
寸
信
頼
利
益
の
賠
償
L

の
よ
う
で
あ
る
)
。

巧
ぽ
号

g
gロ
も
、
寸
誤
信
惹
起
型
」
は
説
明
義
務
違
反
と
構
成
し
つ
つ
、
「
信
頼
裏
切
り
型
L

に
つ
い
て
は
、
交
渉
破
棄
が
信
義
に
反
す
る
矛

盾
し
た
行
為
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
「
信
頼
利
益
の
賠
償
責
任
し
を
認
め
る
。
た
だ
、
破
棄
者
が
寸
損
害
を
与
え
る
意
図

(ω
岳
包
応

Emu-

〈。『印町民
N
)
L

を
持
っ
て
行
動
し
た
場
合
に
は
、
締
約
義
務
ま
で
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
近
時
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
物
し
た
同
苦
宮
門
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説

も
、
師
の
巧
ぽ
門
目
。
B
B
D
と
同
じ
見
解
を
示
す
。
寸
誤
信
惹
起
型
L

で
は
説
明
義
務
違
反
を
理
由
に
、
寸
信
頼
裏
切
り
型
」
で
は
、
交
渉
破
棄

が
信
義
則
の
一
形
態
た
る
「
自
己
矛
盾
行
為
の
禁
止
(
〈

2σ
♀
母
出
〈

g
-
5
8
E
S
F
2ロ
百
円

)g胃
E
S
)
」
に
当
た
る
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
責
任
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
誤
信
惹
起
型
」
の
責
任
の
効
果
は
寸
信
頼
利
益
の
賠
償
L

だ
が
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
お
い
て

も
|
|
締
約
自
由
の
保
護
や
寸
突
然
の
交
渉
破
棄
か
ら
、
当
事
者
を
守
る
」
と
い
う
こ
の
責
任
の
保
護
目
的

(ω
♀
ENN42nw)
に
照
ら
し

北法42(2・184)592

論

て
|
効
果
は
同
じ
範
囲
に
限
ら
れ
、
た
だ
破
棄
者
が
意
図
的
に
相
手
方
を
欺
い
た
場
合
や
破
棄
者
が
広
範
な
準
備
行
為
を
要
求
し
た
等
の

特
別
な
事
情
が
存
す
る
場
合
に
限
り
、
例
外
的
に
履
行
責
任
ま
で
認
め
ら
れ
る
と
説
く
。

(
2
)
 
「
純
粋
な
信
頼
責
任
」
説

戸
山
耳
目
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
寸
誤
信
惹
起
型
L

で
は
説
明
義
務
違
反

(
H
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
L
)

と
い
う
構
成
を
採
り
う
る
が
、

「
信
頼
裏
切
り
型
L

で
は
、
締
約
義
務
が
存
在
し
な
い
以
上
、
締
約
の
拒
絶
は
1

過
失
(
義
務
違
反
)
L

と
は
な
り
え
ず
、
右
責
任
が
発
生
す

る
余
地
も
な
い
。
が
、
か
か
る
意
味
で
の
寸
過
失
」
が
な
く
と
も
、
信
頼
惹
起
者
に
「
信
頼
利
益
の
賠
償
責
任
」
が
課
さ
れ
う
る
こ
と
は
、

ド
イ
ツ
民
法
一
二
二
条
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
相
手
方
に
疑
う
余
地
の
な
い
ほ
ど
強
力
な
信
頼
を
惹
起
し
た
場
合
、
右
規
定
が
類
推
適
用

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
、
こ
の
説
に
は
批
判
も
多
く
、
支
持
者
も
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

限
定
的
責
任
肯
定
説

こ
の
説
は
、
「
誤
信
惹
起
型
」
に
つ
い
て
は
、
二
元
説
と
同
様
、
説
明
義
務
違
反
を
理
由
に
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
」
を
認
め
る
が
、

「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
つ
い
て
は
責
任
を
否
定
す
る
。
以
下
、
後
者
の
点
に
的
を
絞
っ
て
、
そ
の
趣
旨
を
探
っ
て
み
る
。

こ
の
説
を
最
初
に
自
覚
的
に
展
開
し
た

E
C
Bぬ
は
「
単
な
る
交
渉
か
ら
締
約
義
務
が
発
生
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
締
約
を
信
頼
す
る

者
は
止
か
か
危
険
か
そ
う
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
説
作
。
か
か
る
理
解
の
背
景
に
は
、
私
的
自
治
の
原
則
が
控
え
て
い
る
よ
う
で
あ

μ
。



(UMER-∞
に
お
い
て
も
趣
旨
は
同
様
で
あ
る
。
彼
は
「
自
己
矛
盾
行
為
(
〈
巾
包
括

g
z
z
E
2
5
H
℃

g
胃

ES)
に
基
づ
く
信
頼
責
任
」

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
で
、
こ
の
問
題
を
論
じ
、
「
相
手
方
の
自
由
意
思
に
よ
る
締
約
を
信
頼
し
た
者
は
、
法
秩
序
が
人
を
拘
束
す
る
た

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
契
約
を
締
結
す
る
と
い
う
手
段
を
尽
く
し
て
い
な
い
か
ら
、
自
ら
法
的
保
護
を

め
に
用
意
し
た
手
続
き
、

す
な
わ
ち
、

放
棄
し
た
と
評
価
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
右
の
信
頼
は
保
護
に
値
し
な
い
し
、
も
し
保
護
す
れ
ば
、
法
に
対
し
て
忠
実
で
な
か
っ
た
者
に
是
認

し
が
た
い
特
権
を
与
え
、
私
的
自
治
の
空
洞
化
を
招
く
虞
れ
さ
え
あ
る
L

と
主
張
す
る
。
た
だ
、
「
誤
信
惹
起
型
L

に
つ
い
て
は
、
責
任
を
肯

定
し
、
ま
た
親
子
間
で
の
交
渉
の
よ
う
に
、
当
事
者
に
あ
ら
か
じ
め
締
約
す
る
よ
う
要
求
で
き
な
い
場
合
に
は
、
例
外
的
に
信
頼
責
任
を
認

め
る
余
地
も
あ
る
と
す
る
。
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
例
外
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
他
、

ω各
自
芹
N

も
私
的
自
治
や
契
約
自
由
、
さ
ら
に
自
由
な

取
引
の
維
持
・
確
保
に
配
慮
し
、
責
任
に
は
抑
制
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
う
え
、
締
約
義
務
が
存
在
し
な
い
以
上
、
交
渉
破
棄
に

帰
責
の
根
拠
は
求
め
え
な
い
と
し
て
、
「
信
頼
裏
切
り
型
L

に
つ
い
て
は
、
責
任
を
否
定
以
、
の

E
見
当
ω
E
も
こ
れ
と
同
意
見
で
あ

μ
。
ま

た
開

g
E
q
E
M
、
さ
ら
に
最
新
の
学
説
で
あ
る
河
丘
三
n
w
o
¥
吋
ぽ
舎
}
向
。
も
、
同
じ
理
由
か
ら
、
こ
の
説
に
与
す
る
。

私
法
の
大
原
則
や
交
渉
の
機
能
に
配
慮
す
る
が
ゆ
え
、
こ
の
説
は
寸
信
頼
裏
切
り
型
L

に
つ
い
て
責
任
を
否
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。

契約交渉の破棄とその責任 (2) 

責
任
否
定
説

こ
の
説
は
、
不
法
行
為
(
ド
イ
ツ
民
法
八
二
六
条
)

に
当
た
ら
ぬ
限
り
、
交
渉
破
棄
者
に
は
責
任
を
課
す
べ
き
で
な
い
、
と
主
張
す
る
。

そ
の
論
拠
は
寸
締
約
は
確
実
」
と
の
信
頼
は
法
的
保
護
に
値
し
な
い
点
に
求
め
ら
れ
る
。
代
表
的
論
者
た
る
冨
包

w
g
は
「
締
約
を
請
求

で
き
ぬ
者
が
、
何
故
、
締
約
を
信
頼
し
て
よ
い
の
か
L

と
い
う
基
本
命
題
を
定
立
し
た
う
え
、
そ
れ
に
答
え
る
べ
く
、
締
約
に
至
ら
な
か
っ

た
原
因
ご
と
に
検
討
を
進
め
、
法
定
の
方
式
が
具
備
さ
れ
な
か
っ
た
事
案
に
つ
い
て
は
、
方
式
規
定
の
目
的
(
軽
率
な
締
約
の
防
止
)
に
照

ら
し
、
責
任
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
約
定
の
方
式
を
欠
く
事
案
や
合
意
す
べ
き
事
項
が
残
さ
れ
て
い
た
事
案
に
つ
い
て
は
、
寸
契
約

北法42(2・185)593



説

や
予
約
、
さ
ら
に
は
「
申
込
の
拘
束
力
」
に
よ
っ
て
解
決
で
き
、
他
方
、
そ
れ
ら
が
認
め
ら

れ
な
い
と
き
に
は
「
保
護
に
値
す
る
信
頼
L

も
存
在
し
な
い
、
と
す
る
。
ま
た
他
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
裁
判
例
を
素
材
に
考
察
を
行
い
、

た
と
え
ば
B
G
H
[
刊
〕
は
予
約
に
よ
っ
て
、

B
G
H
[
日
]
[
目
〕
は
締
約
さ
れ
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
条
件
付
き
契
約
(
費
用
負
担
契

約
)
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
。
他
方
、

B
A
G
[
臼
]
の
よ
う
な
事
件
は
、
寸
締
約
権
限
の
な
い
代
理
人
が
契
約
を
締
結
し

た
」
事
案
と
解
し
つ
つ
、
こ
の
場
合
に
は
履
行
補
助
者
の
過
失
に
よ
る
本
人
の
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
L

を
肯
定
す
る
。
が
、
こ
こ
で

は
締
約
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
交
渉
破
棄
」
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
検
討
を
踏
ま
え
た
う
え
、
彼
は
交
渉
破
棄
者
に

は
責
任
を
課
す
べ
き
で
な
い
と
結
論
づ
け
る
。
こ
の
ほ
か
、
∞
日
も
否
定
説
に
与
し
、
「
締
約
を
請
求
で
き
ぬ
と
き
は
、
締
約
を
信
頼
し
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
民
法
典
は
『
信
頼
し
て
よ
い
の
は
拘
束
力
あ
る
申
込
だ
け
で
あ
る
』
と
規
定
し
て
い
る
」
と
主
張
す
る
。

の
成
否
」
の
判
断
(
ド
イ
ツ
民
法
一
五
四
条
)

北法42(2・186)594

論

様
、
特
に
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
説
明
義
務
(
違
反
)

「
信
頼
の
要
保
護
性
」
と
い
う
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
の
説
は
、
不
法
行
為
以
外
の
責
任
は
否
定
す
る
。
が
、
信
頼
惹
起
者
側
の
態

を
も
否
定
す
る
点
が
禍
い
し
、
他
に
支
持
者
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
学
説
の
現
状
を
「
基
本
的
問
題
」
に
照
ら
し
つ
つ
振
り
返
え
る
な
ら
、
二
つ
の
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。
第
一
に
、
「
誤
信
惹
起

型
」
に
あ
っ
て
は
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
」
を
肯
定
す
る
見
解
が
圧
倒
的
多
数
説
で
、
そ
の
な
か
で
は
説
明
義
務
違
反
と
構
成
す
る
も

の
が
優
勢
で
あ
る
(
責
任
肯
定
説
の
一
部
+
限
定
的
責
任
肯
定
説
)
。
第
二
に
、
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
つ
い
て
は
、
責
任
を
肯
定
す
る
見
解

と
否
定
す
る
見
解
が
括
抗
し
て
い
る
。
後
者
の
場
合
、
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
当
然
の
理
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
右
の
点
を
め
ぐ
る
論
争
を
な
が
め
る
な
ら
、
肯
定
説
の
挙
げ
る
論
拠
は
不
十
分
な
よ
う
に
思
え
る
。
あ
る
も
の
は
「
信
義
則
上
、
責

任
が
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
だ
げ
で
、

そ
れ
以
上
の
説
明
は
行
わ
な
い

(Z-吋
}r
。
。
浮
名

m
E
)
。
あ
る
も
の
は
、
詰
る

所
「
正
当
な
信
頼
は
保
護
に
値
す
る
」
と
説
く
だ
け
で
あ
る

(
円
。
名
目
的
♀
・

h
g
g
y
g吋
)
。
あ
る
も
の
は
「
自
己
矛
盾
行
為
」
を
云
々
す
る



が
、
そ
れ
に
法
的
責
任
ま
で
課
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
根
拠
に
つ
い
て
は
論
証
を
欠
く
(
巧
ぽ
母
B
S
F
間
口
℃
宮
吋
)
。
寸
認
め
ら
れ
る
も
の
は
認
め
ら

れ
る
L

と
か
、
「
と
に
か
く
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
「
純
粋
な
信
頼
責
任
」
説
に
は
肯

定
説
の
内
部
で
も
批
判
が
強
い
。
「
一
方
的
給
付
約
束
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
す
説

GE--)
も
「
義
務
違
反
の
効
果
が
何
故
『
信
頼
利
益

の
賠
償
』
に
限
ら
れ
る
の
か
」
と
か
、
「
申
込
と
の
区
別
が
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
鋭
い
批
判
を
浴
び
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
限
定
的
責
任
肯
定
説
や
責
任
否
定
説
の
挙
げ
る
論
拠
は
説
得
力
に
富
む
。
「
詰
求
と
い
う
裏
づ
け
を
欠
く
信
頼
は
法
的
保
護

に
値
し
な
い
L

と
い
う
主
張
は
筋
の
通
っ
た
議
論
で
あ
り
、
背
景
に
あ
る
「
保
護
を
欲
す
る
者
は
手
段
を
尽
く
せ
(
契
約
を
締
結
せ
よ
)
L

と

い
う
寸
(
価
値
)
判
断
」
に
は
一
理
あ
る
(
肯
定
説
が
「
正
当
な
信
頼
は
保
護
に
値
す
る
L

と
主
張
す
る
に
は
、
そ
の
寸
正
当
L

な
る
所
以
を

論
証
せ
ね
ば
な
ら
な
い
)
。
ま
た
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
締
約
強
制
と
し
て
作
用
し
う
る
こ
と
は
、
肯
定
説
も
含
め
、
ほ
ぽ
一
致
し
て
承
認
す

契約交渉の破棄とその責任 (2) 

る
。
そ
こ
で
、
責
任
を
否
定
す
る
側
は
私
的
自
治
や
契
約
自
由
と
の
関
係
か
ら
、
こ
れ
を
問
題
視
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
肯
定
説
は
寸
そ
う
な
る
」

と
か
、
「
そ
う
な
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
だ
け
で
、
「
そ
う
な
る
べ
き
L

理
由
は
説
明
し
な
い
。
さ
ら
に
否
定
す
る
側
は
、
交
渉
の
意
義
・

機
能
・
目
的
に
照
ら
し
、
「
各
当
事
者
は
自
己
の
危
険
で
行
動
し
て
い
る
は
ず
で
は
な
い
の
か
L

と
問
う
。
肯
定
説
も
こ
の
原
則
は
是
認
し
つ

つ
も
、
寸
『
締
約
は
確
実
』
と
の
信
頼
が
惹
起
さ
れ
た
場
合
は
別
で
あ
る
L

と
説
く
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
「
信
義
則
L

以
上
の
理
由
は
挙
げ

ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
加
え
、
冨
色
付

5
は
「
他
の
法
制
度
に
よ
っ
て
妥
当
な
解
決
を
図
り
う
る
」
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
「
そ
の

よ
う
な
方
法
を
採
れ
ば
、
必
ず
擬
制
が
伴
う
」
と
の
反
論
も
な
さ
れ
る
。
が
、
事
の
是
非
は
と
も
か
く
、
肯
定
説
が
他
の
法
制
度
を
あ
ま
り

顧
慮
し
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
冨
白
色
-
n
c
m
の
指
摘
は
そ
の
点
を
衝
く
も
の
と
し
て
疎
か
に
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
双
方
の
議
論
を
見
る
限
り
、
責
任
を
否
定
す
る
側
(
限
定
的
責
任
肯
定
説
+
責
任
否
定
説
)
の
論
拠
の
方
が
説
得
力
に
富

む
。
し
か
し
、
裁
判
例
が
|
|
動
揺
を
繰
り
返
し
つ
つ
も
|
|
責
任
を
肯
定
し
て
き
た
事
実
は
、
そ
こ
に
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
こ
と
を

北法42(2・187)595

示
唆
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
肯
定
説
は
そ
れ
を
解
明
で
き
な
い
で
い
る
。
原
因
の
一
端
は
問
題
の
背
景
に
対
す
る
考
察
を
欠
く
点
に
求
め
ら
れ



説

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
背
景
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
問
題
の
正
確
な
把
握
な
く
し
て
、
問
題
の
解
明
な
ど
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た

北法42(2・188)596

三A、
両聞

め
に
は
、
周
囲
に
あ
る
関
連
問
題
も
視
野
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
冨
色

-
n
g
が
言
い
当
て
た
よ
う
に
、
肯
定
説
は
こ
の
点
の

配
慮
を
欠
き
、
日
本
の
学
説
と
同
じ
欠
陥
を
共
有
し
て
い
る
。

註(
1
)
ω
z
z
w
叶
同
号

g
g
E巾
一
号
「
印
・
・
〈
巾
ユ
E
C巾ロ印印
ny己門
N

の
他
、
ハ
ン
ス
・
シ
ュ
ト
ル
(
安
永
正
昭
訳
)
「
比
較
法
的
見
地
か
ら
見
た
給
付
約
束

に
対
す
る
契
約
外
の
信
頼
責
任
」
(
神
戸
法
学
雑
誌
二
八
巻
二
号
一
一
一
二
頁
、
昭
和
五
三
年
)
参
照
。
彼
の
見
解
を
紹
介
す
る
論
稿
と
し
て
は
、
円

谷
峻
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
(
『
現
代
民
法
学
の
基
本
問
題
(
中
)
』
(
昭
和
五
八
年
)
一
八
三
頁
以
下
所
収
、
特
に
二

O
三
頁
以
下
)
、
同
・
「
瀬

庇
担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
に
よ
る
責
任
L

(

横
浜
経
営
研
究
第
W
巻
一
号
二
一
頁
、
昭
和
六
二
年
、
特
に
三
九
頁
以
下
)
、
渡
辺
博
之
寸
契

約
締
結
上
の
過
失
責
任
を
め
ぐ
る
体
系
化
の
傾
向
と
『
信
頼
責
任
』
論
|
|
カ
ナ
リ
ス
及
び
シ
ュ
ト
ル
の
所
論
を
中
心
と
し
て

i
l
L
(
民
商
八
八

巻
二
号
二
六

O
頁
、
昭
和
五
八
年
、
特
に
二
七
八
頁
以
下
)
が
あ
る
。

(2)ω
件。ロ・〈巾吋門
E
Z巾ロ印
mnyロ
F
ω
・
吋
品
回
に
よ
る
と
、
「
一
方
的
給
付
約
束
」
は
法
律
行
為
(
月
号
宮
田
m
g岳
民
同
)
で
は
な
く
、
寸
法
的
に
見
て
意

味
の
あ
る
行
為

(
R
n
y
E
n
F
Z
-
m〈
自
同
町
田
〈

q
E
R
g
-
法
的
に
重
大
な
態
様
)
L

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

(
3
)
ω
z
-
f
H，回忌
g
gロ
含

wω

怠印
l

主
∞
・
己

R
m・
-
ぐ
巾
円
昨
日
ロ
巾

5
2
F
E
N
ω
・
叶
巴
こ
の
責
任
は
、
効
力
こ
そ
弱
い
も
の
の
、
締
約
強
制
に
代
る

も
の
(
印
門
町
名
山
口
町
巾
吋
巾
∞
∞
己
吋
g
m巳
)
と
さ
れ
る

(ωz-「
叶
伊
丹
σ何
回
円
以
ロ
門
ゲ
∞

-
t∞
・
か
か
る
限
定
的
拘
束
の
類
例
と
し
て
は
、
婚
姻
予
約
(
ド

イ
ツ
民
法
一
二
九
八
条
)
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
)
。
ま
た
こ
の
拘
束
は
「
当
事
者
の
意
思
」
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
法
定
債
務
関
係
に
基
づ
く
も
の
、

と
さ
れ
る
が
お
ざ

}Y
吋
三
σ
g
gロ
門
グ
∞

-
t吋
一
己

q
p
〈
巾
ユ

E
5
5
R
F
E
R
-
ω
・
出
品
)
、
約
束
の
不
履
行
が
帰
責
の
根
拠
と
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
「
契
約
類
似
の
責
任
」
と
も
さ
れ
る
お
き
ロ
・
〈
巾

3
5
5
5
m
n
E
F
ω
・吋

E
i呂町
)

0

(
4
)
ω
z
-
Y
、吋国号

2
円以ロ己巾咽

ω・
た
叶
主
∞
・
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
直
ち
に
説
明
義
務
違
反
と
い
う
構
成
を
放
棄
す
る
の
は
飛
躍
で
あ
ろ
う
。

(
5
)
ω
gロ佳口町巾HI--α語、
2
n
F
-
白
・
白
-
。
-
w
H
N
己
ロ
H
J
ω
∞
吟
・
山
口
印
ぴ
・
印
仏
印
吋
〈
。
「
げ
巾
B
N口
町
明
日
一
ぷ
l
l
N
∞
ω
∞
の
∞
-

(
6
)
。
。
淳
委
国
-
P
白・白・

0
唱

ω・
∞
芯
1

∞
∞
品
・
(
両
類
型
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
「
信
頼
に
よ
る
拘
束
」
で
解
決
を
図
る
。
)

(
7
)
わ吋白

5
F白
血
♂
出
血
コ
ロ
ロ
伊
ω
-
H
N
∞ーロ由・



契約交渉の破棄とその責任 (2) 

(
8
)
n
E
S
F白
血
ア
出
血
コ
ロ
ロ
mwm山-HN由

E
H・
も
っ
と
も
、
彼
の
見
解
に
は
疑
問
も
あ
る
。
た
と
え
ば
免
責
事
由
ま
で
視
野
に
収
め
る
な
ら
、
「
誤
信

惹
起
型
」
と
寸
信
頼
裏
切
り
型
」
と
の
区
別
は
有
意
な
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
何
よ
り
問
題
な
の
は
、
「
意
図
的
に
信
頼
を
惹
起
し
た
後
、
そ
れ
を
裏

切
っ
た
場
合
は
『
故
意
に
よ
る
信
頼
の
裏
切
り
』
と
評
価
さ
れ
る
」
と
し
、
そ
れ
と
心
裡
留
保
を
等
置
す
る
点
で
あ
る

(ω
・
5H)
。
確
か
に
締
約

す
る
気
も
な
い
の
に
締
約
を
約
束
し
た
場
合
は
、
心
裡
留
保
と
酷
似
し
よ
う
が
、
「
信
頼
惹
起
者
自
身
も
締
約
を
確
信
し
た
た
め
、
意
図
的
に
相
手

方
の
信
頼
を
惹
起
し
た
が
、
結
局
締
約
し
な
か
っ
た
L

場
合
を
、
寸
故
意
に
信
頼
を
裏
切
っ
た
」
と
は
評
価
で
き
ま
い
(
錯
誤
者
は
意
思
表
示
を
す

る
つ
も
り
で
意
思
表
示
を
し
、
そ
れ
を
取
消
す
つ
も
り
で
取
消
す
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
意
図
的
に
信
頼
を
惹
起
し
、
故
意
に
そ
れ
を
裏
切
っ
て

い
る
と
も
評
価
し
う
る
。
が
、
ド
イ
ツ
民
法
一
二
二
条
は
「
信
頼
利
益
の
賠
償
責
任
」
を
課
す
だ
け
で
あ
る
)
。
か
か
る
不
整
合
さ
の
遠
因
は
、
心

裡
留
保
、
諮
謹
の
意
思
表
示
、
錯
誤
、
無
権
代
理
な
ど
と
い
っ
た
「
誤
信
L

が
問
題
と
さ
れ
る
法
制
度
を
手
掛
か
り
に
、

|
1
正
し
き
「
信
頼
し

が
問
題
と
さ
れ
る
|
|
「
信
頼
裏
切
り
型
」
の
解
決
を
図
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
点
は
「
申
込
の
撤
回
」
を
論
ず
る

さ
い
に
検
討
す
る
の
で
(
第
四
部
第
二
編
)
、
こ
こ
で
は
指
摘
す
る
に
止
め
る
。

(
9
)
Z一吋}♂河内山岳門的
4m晶
]
巳

ny巾
E
2・
ω・
ω品
目
町
内
一
己
R
m・-司
ω・
冨
α『ユロ
m
Nロ
B

8
・。
?
ω
・
ω
2・
8
H
品。
ω・

(叩

)
Z
E
F
司
ω
冨
α
官
E
m
N
C
B
3・の門よ

ω

a

g
・

(
日
)
賠
償
の
範
囲
は
ド
イ
ツ
民
法
二
四
九
条
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
、
「
履
行
利
益
の
賠
償
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
は
契
約
無

効
型
を
想
定
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る

(Z町
wwmd山
富
α宵
E
m
E
5
3・。
f
ω
-
S
1
8
)
。
冨

a
W
5・
の
三
R
Y窓口

ω・
色
町
も
「
Z
山
門
町
は

交
渉
破
棄
者
に
『
信
頼
利
益
の
賠
償
責
任
』
を
課
し
て
い
る
」
と
解
す
る
。

(ロ
)
F
R
m巾
マ
者
一
色
巾
B
田口
P
国・白・

0
・
(HN・〉口出・)・

ω・
2
N
1
2∞-

(
日
)
同
刊
誌
)
℃
巾
ア
白
・
白
・

0
・wω
・
ロ
ω
N
E・
「
信
頼
裏
切
り
型

L
と
契
約
自
由
な
い
し
私
的
自
治
の
原
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ

る
。
契
約
自
由
の
原
則
は
時
代
に
応
じ
て
変
容
す
る
も
の
で
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
想
定
す
る
比
較
的
単
純
な
「
契
約
の
締
結
形
態
L

(

司
2
5
母由

〈
角
可
白
m
g
n
F
E
g
g
)
L
が
今
日
で
は
よ
り
複
雑
化
し
て
い
る
以
上
、
か
か
る
状
況
の
下
で
は
、
信
頼
保
護
に
も
応
分
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る

お・

E
C
l
E印
)
。
ま
た
契
約
自
由
の
原
則
の
源
泉
た
る
私
的
自
治
の
原
則
と
信
頼
保
護
と
は
、
排
他
的
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
相
互
補
完

的
な
関
係
に
あ
り
、
交
渉
段
階
で
は
原
則
と
し
て
前
者
が
優
先
す
る
が
、
一
方
の
当
事
者
が
相
手
方
に
寸
締
約
は
確
実
」
と
の
特
別
な
信
頼
を
与

え
た
と
き
に
は
、
信
頼
保
護
を
図
る
べ
き
で
あ
る

(
ω
-
E∞
ー
に
ご
。
し
か
し
、
以
上
の
主
張
に
は
か
な
り
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
ド

イ
ツ
民
法
一
五
四
条
を
見
れ
ば
分
か
る
と
お
り
、
民
法
血
(
は
単
純
な
「
締
結
形
態
」
ば
か
り
想
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
(
開
口
u
u
q
は
こ
の
規
定
を
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説

「
契
約
の
成
否
・
効
力
」
に
の
み
か
か
わ
る
も
の
と
解
す
る
が

(ω
・
怠

S
L
E
l
E
H
)
、
次
編
で
見
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
起
草
者
は
こ

の
規
定
を
も
っ
て
「
交
渉
破
棄
」
に
対
し
、
一
定
の
価
値
判
断
を
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
)
。
第
二
に
、
二
疋
の
場
合
に
は
私
的
自
治
の
原
則
よ

り
も
信
頼
保
護
が
優
先
さ
れ
る
と
説
く
が
、
そ
う
な
る
板
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
詰
る
所
、
寸
保
護
に
値
す
る
も
の
は
、
保
護
に
値
す
る
」
と
い

う
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

(H)
同
若
宮
『
w
国
・
出
・
0
・

wω
・
NElNa-

(
日
)
戸
白
円
巾
ロ
N-
∞巾
g
q
wロロ
mmpω
・
出
品

l白
叶
・
〈
関
戸
同
口
問
)
目
)
巾
門
唱
白
・
白
・

C
・唱

ω
-
U
H
(〉
ロ
ヨ
・
ロ
∞
)
・

Ha-

(
日
)
戸
田
叶
巾
コ
N
-
ω
n
y
c
E吋
巾
円
宮
(
に
・
〉
丘
一

)wω
・
HO∞
一
色
qm--
∞巾
B
q
w
zロ肉巾
P
ω
・品目白・

(
口
)
戸
白
叶
gN-ωnyc}己
z
n
Z
(
E
-
〉ロ門戸

)uω-HO叶
HO∞
一
色
巾
吋
印
-w
回巾
B
R
F
Z口問巾
P
ω

台
中
台
∞

(
同
)
そ
れ
ら
の
批
判
が
ど
こ
ま
で
当
た
っ
て
い
る
か
は
別
問
題
で
あ
る
。

Z
-与
は
「
過
失
な
き
『
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
』
な
ど
あ
り
え
な
い
」

と
し
(
呂
吋
ww
司
ω・
冨
α耳目ロ
m
N
Z
5
3・の門
Jω
・
∞
同
)
、
∞
件
。
ロ
は
「
契
約
責
任
さ
え
過
失
責
任
な
の
だ
か
ら
、
契
約
締
結
以
前
に
無
過
失
責
任

が
認
め
ら
れ
る
べ
き
理
由
は
な
い
」
と
す
る
が
お
さ
ロ
唱
、
叶
釦
門

σ
g
gロ門
F
ω
・
主
∞
ー
な
由
)
、
ど
ち
ら
も
適
切
な
批
判
と
は
言
え
ま
い
。
他
方
、

富
包
W
5
は
、
一
二
二
条
で
無
過
失
責
任
が
認
め
ら
れ
る
理
由
を
「
無
効
原
因
を
一
義
的
・
定
型
的
に
一
方
の
当
事
者
に
の
み
帰
責

(
N
R
2
F

E
口
問
)
で
き
る
」
点
に
求
め
た
う
え
、
「
交
渉
破
棄
L

は
か
か
る
事
情
を
欠
く
と
指
摘
す
る
(
冨
色
一
円

5
・
。
E
R
Y
H
2・
ω・印
S
E
C
)
。
し
か

し
、
信
頼
者
の
側
に
不
注
意
が
あ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
ら
、
右
の
指
摘
は
一
般
論
と
し
て
は
正
し
い
が
、
戸
白
話
口
N

は
「
一
方
当
事
者
の
信
頼
が
相

手
方
の
行
為
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
も
は
や
疑
う
こ
と
の
で
き
ぬ
ほ
ど
強
め
ら
れ
た
こ
と
L

を
類
推
適
用
の
要
件
と
す
る
か
ら
、

こ
の
批
判
も
ど
こ
ま
で
当
た
っ
て
い
る
か
疑
問
で
あ
る
。

ω
c
q
m巾]
i

巧
-
a
o
g
g
p
白・白・

0
・
(HN・〉
E
-・)・

ω・
色
町
は
「
取
消
う
る
に
し
て
も

有
効
な
意
思
表
示
が
存
在
す
る
場
合
と
、
『
事
実
上
の
約
束
』
し
か
な
い
場
合
と
で
は
、
信
頼
の
根
拠
と
な
る
事
実
の
強
度
が
異
な
る
」
と
批
判
す

る
。
が
、
こ
れ
も
一
般
論
と
し
て
は
当
た
っ
て
い
よ
う
が
、
右
の
類
推
適
用
の
要
件
を
顧
み
る
と
き
、
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

(
悶
)
百
戸
日
夕

P

P

0
・
(
戸
〉
丘
一
)
噌

ω
'
E吋

¥(ω
・
〉
丘
戸
)
ゆ
∞
-
E
N

(
却
)
ヨ
ロ
ヨ
巾
w

同
-
即

-
O・
G
・
〉
口
出
・
)
唱
∞

-
S叶同町・

(
幻
)
円
白
口
出
H

・2
・
〈
巾
H
A
H
-

白ロ巾ロ
my田洋ロロ駒内凶巾『回目
wωnycHNm巾印巾門
N巾|〈巾叶}内巾}同∞七一口一
n
y
Zロ

ω門町三一
NH}一己目
ny円巾ロ
L
口
一
司
巾
印
同
印
円
}
同
一
昨
]
冨
吋
門
出
『
巾
ロ
NW

呂
田
・

ω-N戸
宮
島

ω・
8
1
2・
(
以
下
、
。
E
R
g
-
ω
n
y
E
N
m
2
2
N巾
と
引
用
。
)

(n)
わ
き
釦
ユ
少
〈
巾
円
可
2
8岳
民
E
口
問
ム
・

ω日
Nω
叶
N・
こ
の
他
、
。
田
口
R
2
は
|
|
「
権
利
失
効
」
の
対
概
念
た
る
|
|
寸
権
利
取
得
に
基
づ
く
信
頼

論
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契約交渉の破棄とその責任 (2) 

責
任
(
ぐ

q可
田
口
巾
ロ
印
『
阻
止
ロ
ロ
m
w
E岸
開
同
項
目
吋
W
C
口
問
)
し
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
で
も
、
「
交
渉
破
棄
」
に
つ
き
論
じ
る
が
缶
詰
岳
民
・
)
、

右
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
自
己
矛
盾
行
為
に
基
づ
く
信
頼
責
任
」
と
緊
密
な
関
係
に
あ
り
あ
・
勾
N
)
、
特
に
寸
交
渉
破
棄
」
は
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

で
同
じ
に
扱
わ
れ
て
い
る

(ω
・
ω
富
山
・
)
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
一
方
の
み
検
討
す
る
。

(
お
)
(
い
田
口
R
F
〈
巾
三
日
ロ
巾
ロ
印
町
民
E
D
M
V
ω
ω
印
Nlω
印
ω・
こ
れ
に
対
し
、

ω
Z
Z
は
「
『
信
頼
の
惹
起
』
に
よ
り
法
律
行
為
上
の
責
任
と
は
別
個
の
責

任
(
『
一
方
的
給
付
約
束
』
に
基
づ
く
責
任
)
が
生
じ
る
の
だ
か
ら
、
司
法
律
行
為
(
契
約
)
に
よ
っ
て
相
手
方
を
拘
束
し
て
お
く
必
要
は
な
い
』

と
の
信
頼
は
保
護
に
値
す
る
L

と
反
論
す
る

GZ]]喝
ぐ
巾
ユ

E
巴
町
ロ
出
回
忌
ロ

F
ω
、
自
由
)
。
が
、
こ
れ
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
、
説
得
力
に
欠
け
る
。

(

M

)

(

い国
H
M
R
F
〈
句
可
田
口
g
m
y白
骨
己
ロ
mw
∞
-
E
ω
t
E品
一
広
巾
門
的
ニ
∞
門
町
三
Nm巾由巾門
N巾・

ω
-
S
I
S
-

(
お
)
わ
出
口
白
吋
2
・
〈
叩
円
円
円
山
口
市
ロ
印
}
出
口
ロ
ロ
mwω
・
ω日日
w
E品
・
円
同
ma--ωnF己円
Nm山巾印巾門
NPω
・
2
・
そ
の
さ
い
、
彼
は
ド
イ
ツ
民
法
二
一
九
八
条
(
婚
姻

予
約
を
解
除
し
た
者
の
責
任
)
を
引
き
合
い
に
出
す
。
が
、
婚
姻
予
約
は
契
約
だ
か
ら
、
そ
れ
と
事
実
上
の
約
束
を
同
等
に
扱
う
こ
と
は
困
難
で

あ
り
、
彼
の
論
旨
は
説
得
力
に
乏
し
い
(
〈
包
穴
口
匂
U
R噌
白
・
同

-
O
J
ω
-
M
S
I
N
H
N
一
一
山
岳
白
山
門
戸
山
・
白

0
・・

ω・
5ω
同出品)。

(
出
)
そ
れ
ゆ
え
、
ー
ー
一
二
九
八
条
を
引
き
合
い
に
出
す
点
を
捉
え
l
l
h
白
口
出
ユ
∞
の
見
解
を
「
純
粋
な
信
頼
責
任
」
説
と
位
置
づ
け
る
同
若
℃

q

の
理
解
(
関
口
七
℃

q
w
m凶・白

0
・・

ω
2
1
8噌
NO品
NHN)
に
は
疑
問
が
あ
る
。

(幻

)
ω
n
y
B
-
F
白・白・

0
・λ
山
・
ロ
∞
目
白
山
・

(
F
R
g
N
の
見
解
に
対
し
て
は
、
ヨ
ー
-ma巾
ヨ
山
口
口
と
同
じ
批
判
(
訪
問
註
(
同
)
参
照
)
を
向
け
る
。
他

方
、
説
明
義
務
違
反
が
帰
責
の
根
拠
と
さ
れ
る

4
一
間
信
惹
起
型
」
に
あ
っ
て
は
、
責
任
を
認
め
て
も
私
的
自
治
を
制
限
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、

む
し
ろ
説
明
義
務
は
自
由
な
取
引
の
確
保
に
資
す
る
、
と
す
る
。
)

(
却
)
の
円
ロ
ロ
ヨ
司
出
]
件
同
・
白

0
・・

ω
弓
由
叶
ロ
・

(却
)
ζ
ロ
ロ
門
町
巾
ロ
巾
円
開
S
E
R
-
n
y・白・印・
0
・
(N
〉丘一・)・

ω・印∞
O
日
∞
】
一
色
町
司
凹
-
w
u
g
閉山巾
n
z
a
q
F
m
w
U
Eロ
m
g
g
Eロぬ巾
P
(
N・
〉
丘
一

-
Y
S∞品
w

ω・
2
問問

L
D印
σ
ω

印町一円同巾円
m--Nロ
g
m巾
m
g巧
阻
ユ
一
m
g
ω
g
E
-
ω
・印

E
・
彼
は
「
誤
信
惹
起
型
L

の
他
、
二
方
の
当
事
者
が
経
済
的
優
位

に
立
っ
て
い
る
と
き
は
、
責
任
を
認
め
て
も
よ
い
」
と
し
、
寸
国
や
企
業
が
代
理
権
の
な
い
者
を
通
じ
て
相
手
方
に
約
束
し
た
L

事
案
を
例
と
し
て

挙
げ
る
(
冨
ロ
ロ
n
F
2
2
1何
百
ヨ
巾
ユ

nF-
出・回

-
O・
G
・〉丘]・)・

ω
m∞
日
)
。
こ
れ
は
表
見
代
理
(
〉
g
n
y
a
g〈。ロ
B
R
Y門
)
を
「
契
約
締
結
上
の

過
失
L

と
し
て
処
理
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
(
三
参
照
)
。

(
初
)
河
忠
臣
円
}
内
巾
¥
叶
広
告
}
内
巾
噌

ω円}戸出品巾ロ∞巾吋凹白円
N〈巾「
1
z
n
y
Z口
出
川
巾
門
戸
白
己
的
〈
巾
吋
印
門
町
三
円
凶
巾
ロ

σ包
包
〈
巾
3
3
m回国
σREzhu
口同
nF
〉
σ
σ
E
n『
〈
O
ロ

ぐ巾
H・H門出
mm4巾
H-F山口門出口口ぬ巾口。}戸口巾同門戸内同一
m巾
ロ
の
円
ロ
ロ
門
戸

NHM》]{山
X
3・
ω-HC市山口山・
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説

(
出
)
呂
町
a
W
C印
噌
。
三
宮
伊
丹
巾
口
一
円
四
m
g
-
w
E
-
m
m
B
O
E旬
、
H，a-
仏
巾
印
∞
の
戸
(
品
・
〉
丘
]
・

)
w
E
8・
ω・
口
O
R・
(
以
下
、
ぞ
同
四
円
四
日
ng-
〉]]肉巾口】巾山口巾円

、H，
巾
一
一
と
引
用
)
一
母
ロ
ニ

ω
n
F
Z
E吋
R
Z
(印
・
〉
ロ
2
・Yω
・
呂
町
内
の
他
、
デ
ィ

l
タ
l
・
メ
デ
ィ
ク
ス
(
西
村
重
雄
訳
)
「
契
約
締
結
上
の
過
失

論
の
成
立
・
展
開
と
そ
の
現
状
」
(
法
政
研
究
五
一
巻
二
号
二
二
一
頁
、
昭
和
六

O
年
)
参
照
。
冨
注
目
n
g
の
鑑
定
意
見
の
全
容
は
、
今
西
康
人

「
ド
イ
ツ
債
権
法
|
|
仮
訳
と
解
説
|
|
(
五
九
)
|
(
六
二
)

L

(

法
時
五
六
巻
一
、
三
、
四
、
五
号
、
昭
和
五
九
年
、
特
に
三
号
一
二
六
頁
)
、
円

谷
・
前
掲
「
『
契
約
交
渉
上
の
過
失
』
に
関
す
る
メ
デ
ィ
ク
ス
の
鑑
定
意
見
」
参
照
。

(
辺
)
宮
巾
佳
2m-
の口同同門

y
g
p
ω
・
邑
∞

S
U・

(
お
)
冨

E
W
E
-
の
え
R
Z
2・
ω・
色
申
印
。
。
・
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
当
事
者
た
ち
が
方
式
の
具
備
を
単
な
る
確
認
と
解
し
た
場
合
、
寸
契
約
の
成

立
」
は
肯
定
さ
れ
、
他
方
、
「
方
式
の
具
備
に
よ
り
締
約
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
」
と
考
え
た
場
合
、
成
立
は
否
定
さ
れ
る
。
が
、
後
者
の
場
合
、
通

常
「
保
護
に
値
す
る
信
頼
」
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
当
事
者
た
ち
が
拘
束
を
望
ん
で
い
た
場
合
に
は
、
予
約
が
認
め
ら
れ
る
。

次
に
折
り
合
い
の
つ
か
な
い
事
項
が
残
っ
た
場
合
、
当
事
者
が
「
拘
束
」
を
望
ん
で
い
た
な
ら
、
右
と
同
様
、
契
約
や
予
約
が
認
め
ら
れ
、
そ
う

で
な
い
と
き
に
は
、
相
手
方
の
譲
歩
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
信
頼
は
保
護
に
値
し
な
い
。
た
だ
、
「
相
手
方
の
希
望
を
受
け
入
れ
れ
ば
、

締
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
信
頼
だ
け
は
保
護
に
値
す
る
が
、
そ
れ
は
「
申
込
の
拘
束
力
L

(

ド
イ
ツ
民
法
一
四
五
条
)
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ

る
か
ら
、
問
題
は
生
じ
ず
、
逆
に
申
込
が
な
い
場
合
、
通
常
寸
保
護
に
値
す
る
信
頼
し
も
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。

(
担
)
冨
注
目
門
口
出
入
U
E
R宮
g
λ
凶・印
C
C

印。
ω
一色町門的よ

ω
n
F
Z
E円巾
n
Z
(印
・
〉
口
出
・

)λ
山
可
-

(
お
)
正
確
に
は
寸
締
約
代
理
権
を
有
し
な
い
者
が
締
約
に
つ
い
て
約
束
し
た

(
N
c
g
m
g
g
R
F
g
)
場
合
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
(
冨
包
日

2
少

。
E
R
Z
g
w
ω
・
8H)
、
ド
イ
ツ
民
法
一
六
四
条
(
有
権
代
理
の
規
定
)
と
対
比
し
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
「
無
権
代
理

人
に
よ
っ
て
締
約
さ
れ
た
」
事
例
が
想
定
さ
れ
て
い
る
(
〈
包
・
冨
色
町

E
P
〉
--m巾
B
m
E
R
吋
巾
己
(
品
・
〉
丘
一
・

)wω
・
ω
E
i
ω
E
)
。

(
お
)
こ
れ
は
|
|
忍
容
代
理
(
ロ
ロ
5
5
m印〈
o
z
g白
ny円
)
と
対
立
す
る
意
味
で
の
|
|
表
見
代
理
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
裁
判
例
と
多
数
説
は
、

ど
ち
ら
の
場
合
も
本
人
の
履
行
責
任
ま
で
認
め
る
が
、
有
力
説
は
、
表
見
代
理
に
つ
い
て
は
「
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
(
信
頼
利
益
の
賠
償
責

任
)
」
し
か
生
じ
な
い
と
す
る
(
近
時
は
こ
ち
ら
の
方
が
多
数
説
の
よ
う
で
あ
る
。
〈
m--
巴
-
n
y
q
-
ω
Sロ円四日ロ
m
q
-ハ
O
B
S巾
E
R
N
E
B
∞
の
∞
-

HWHdzm
切口
n
F
1
E
-
m巾
B
aロ
巾
吋
吋
包
ア

(HN
〉口出・

)
w
z
g
L
Eロ
吋
・
呂
町
内
・

N己
申
広
吋
∞
の
∞
一
同
，
E
巾
F
呂
ロ
ロ
ロ
『
巾
ロ
旬
開
。
5
5巾口広門

NE自

国
の
戸
∞
a・
戸
〉
--m巾
B
巾
一
口
旬
、
H，m-Y(N・
〉
己
巴

-
Y
E
E
-
ω
・
ロ
E
R
-
-
F
m
M
H】丘町ロ・

ω。
qm川
氏
関
O
B
E
g
E司

Nロ
ヨ
切
の
∞
-
∞
門
同
ア

〉]]肉巾
B
巾
宮
号
、
『
巾
戸

(HN・
〉
口
出
・
)
呂
∞
戸

ω・
ロ
口
氏
・
)
。
こ
こ
で
昌

a-ng
は
有
力
説
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
(
冨
包

-2F

論

北法42(2・192)600



契約交渉の破棄とその責任 (2) 

〉}}ぬ巾口凶巾山口巾円叫，
m
ニ
(
品
・
〉
ロ
2
・Y
ω
・
ω
E
R
-
-

(
幻
)
云
包

R
5
は
「
履
行
補
助
者
が
『
虚
偽
の
外
観
』
を
作
出
し
た
ゆ
え
、
責
任
が
生
ず
る
」
と
も
表
現
す
る
が
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、

「
虚
偽
の
外
観
」
は
締
約
を
前
提
と
し
て
お
り
、
「
誤
信
惹
起
型
」
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(
お
)
〈
関
戸
宮
巾
門
出

nc少
の
三
同
門
}dSFω

印。ω
・

(
m
m
)

∞回目
J

白・白・

O
J
ω

∞ω∞l
品ω申

(
幼
)
冨

a
w
g
の
「
『
締
約
は
確
実
』
と
の
信
頼
は
保
護
に
値
し
な
い
し
と
い
う
主
張
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の
主
張
は

限
定
的
責
任
肯
定
説
に
そ
の
後
継
者
を
見
い
出
し
て
い
る
。

(HU)
冨

a
R
5・の
c
g
n
v
s
p
ω
・
怠
吋
怠
∞
・
二
番
目
の
批
判
の
鋭
さ
の
所
以
に
説
明
し
て
お
く
。

ω
gロ
は
「
一
方
的
給
付
約
束
」
と
い
う
法
概
念

を
導
入
す
る
さ
い
、
ア
メ
リ
カ
法
と

ω庁
関
巴
の
著
作
を
参
照
す
る

az--w
〈
巾
ス
gcgmmnycHN-ω
・
2
7
2由
)
。
が
、

i
l
ア
メ
リ
カ
法
は
と

も
か
く
ー
ー

ωぽ
肉
色
を
持
ち
出
し
た
点
に
は
問
題
が
あ
る
。
確
か
に
盟
諸
巳
は
「
ド
イ
ツ
法
で
は
、
ロ
ー
マ
法
と
異
な
り
、
契
約
だ
け
で
な
く
、

債
務
者
の
一
方
的
な
債
務
負
担
約
束
か
ら
も
債
権
債
務
関
係
が
発
生
し
う
る
L

と
主
張
す
る
が
お
一
指
巳
・
ロ

g
〈
常
呂
お
各
自
由
宮
〈
巾
G
E
n
y
a

g
ロ何回
m
E邑
-
B
Y
E円一
m
g
m
R
F
F
H∞
3
・
ω-H
印

N
)

、
そ
れ
は
主
に
|
|
当
時
承
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
|
|
「
申
込
の
拘
束
力
」
を
認
め
る

た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
お
ぽ
m巾
ア
白
血
・
。
・

ω
包
民
・
)
、
「
交
渉
破
棄
」
な
ど
想
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
冨

a-ng
の
批
判
は
か

か
る
理
論
の
出
自
を
も
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

ω
z
z
の
立
論
の
根
幹
に
も
ふ
れ
る
も
の
と
し
て
、
鋭
く
か
っ
的
を
射
た
も
の
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
盟
問
問
巾
]
の
理
論
か
ら
受
け
た
影
響
が
ド
イ
ツ
よ
り
強
か
っ
た
と
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
右
理
論
は
二
方
的
債
務
負
担

行
為
(
で

g
m印肉巾
B
g同
ロ
ロ
ロ
三
mg-
骨

g-cEm)
」
理
論
と
な
っ
て
い
る
(
山
口
俊
夫
『
フ
ラ
ン
ス
債
権
法
』
(
昭
和
六
一
年
)
一
七
六
頁
以

下
参
照
)
。
し
か
し
、
そ
れ
は
申
込
に
「
拘
束
力
」
を
付
与
す
る
理
論
で
は
あ
っ
て
も
、
「
交
渉
破
棄
」
の
解
決
手
段
で
は
な
い
(
第
三
部
参
照
)
。

(
必
)
関
口
℃
宮
円
だ
け
は
契
約
自
由
の
変
還
を
説
く
が
、
説
得
力
に
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
(
前
註
(
日
)
参
照
)
。

(
必
)
|
|
「
信
頼
裏
切
り
型
」
に
お
け
る
責
任
を
否
定
す
る

i
!
以
上
の
論
拠
は
、
必
ず
し
も
「
誤
信
惹
起
型
L

に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
信

頼
の
要
保
護
性
」
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
当
該
信
頼
が
そ
れ
自
体
と
し
て
保
護
に
値
し
な
い
も
の
で
も
、
信
頼
惹
起
者
の
態
様
に
由
来
す
る
責
任

は
排
除
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
(
現
に
責
任
否
定
説
も
不
法
行
為
責
任
は
認
め
る
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
惹
起
者
側
の
態
様
で
あ
る
説
明
義
務
違
反
を
ど

の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
は
別
個
の
問
題
と
し
て
残
る
。
ま
た
「
誤
信
惹
起
型
」
で
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
必
ず
し
も
私
的
自
治
や
契
約
自
由
に

反
し
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
交
渉
の
機
能
を
損
な
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
限
定
的
責
任
肯
定
説
を
思
い
起
せ
ば
、
理
解
で
き
よ
う
。

北法42(2・193)601

こ
の



説

(
叫
)
関
口
℃
℃
句
だ
け
は
関
連
問
題
に
ふ
れ
る
が
(
町
内
ロ
刀
宮
♂
白
・
白
・

0
・・

ω
H
Eーロ
N
)

、
そ
の
考
察
に
は
問
題
も
多
い
(
前
註
(
日
)
参
照
)
。

「
締
結
形
態
」
に
も
着
目
す
る
が

(
ω
-
E十
戸
印
)
、

J
父
渉
破
棄
」
や
他
の
関
連
問
題
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
は
検
討
を
欠
く
。

論

ま
た

北法42(2・194)602


